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「ジカ熱」の感染地域がじわじわと広がっている。また、季節性インフルエンザの流行期を迎える中で、新型インフルエンザ等が発生
することも懸念されている。近年、各国で流行した主な感染症の現況と、わが国の対応および感染症の法改正動向を解説するとと
もに、企業は感染症に備えて何を行うべきかを紹介する。

事業継続計画（ＢＣＰ）を作成している企業は多い。しかし、それらの企業においても全従業員向けに、定期的に防災・ＢＣＭ活動に
関する教育を実施できている企業は少ないのが現状である。こうした企業向けに、インターリスク総研で開発した防災・ＢＣＭ活動
に関する従業員教育の推進モデルを紹介する。

近年、海外から日本を訪れる旅行者（インバウンド）が著しく増えている。日本政府もビザ発行要件緩和等の推進を行っているが、外
国人旅行者をさらに増やすには、民間企業や自治体においても対応しなければならない課題が多々ある。本号では、訪日ムスリム
（イスラム教を信仰している人々）への対応と課題について紹介する。

巻頭の特集「レジリエンス～強く、しなやかな社会づくり～」第2回は、佐川急便取締役の内田浩幸氏に、災害時にビジネスと被災地
の生命線となる物流について、佐川急便の過去30年間の改善取り組み、事業継続取り組みの考え方、災害時物流活動の課題・提言
などを紹介いただく。

近年、世界各地で水枯渇、洪水、水質汚濁などの水リスクが顕在化する例が増え、水リスク対策を進めている企業も増えてきた。
今回の「我が社のリスクマネジメント」では、リスク対策のみに留まることなく、商品開発や自社ブランドの向上にもつながる水リス
ク管理を推進・実践されている花王の金子洋平氏にインタビューを行った。

ビジネスと被災地における生命線である物流を担う使命
～佐川急便における取り組み～

16
水リスク（水枯渇、洪水、水質汚濁、水需給問題等の水に関連したリスク全般）への関心が高まってきている。また、企業の水リスク
への対応状況を投資判断材料の一つとして注視する機関投資家も欧米を中心に増えてきた。それらの背景および企業の視点から見
た水リスク評価の考え方などを紹介する。
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21
中国では2014年までの過去5年間で乗用車の保有台数が倍増するなど、急激なモータリゼーションが進んでいる。その交通事故動
向、事故多発の背景事情などを紹介するとともに、駐在員の目から見た企業がとるべき対策として、中国固有の留意すべき点を中心
に紹介する。中国における交通事故の動向と留意点
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１.はじめに

震災という社会的な危機の中で
物流を担う責任の重さをあらためて自覚

佐川急便は、創業以来、お客様と地域社会への発展に奉仕・
貢献することを根幹に据え、お客様と地域社会とともに成長し
てまいりました。現代社会において、重要な社会インフラの一つ
とまで位置づけられるようになった宅配便事業は、過去の大災
害での対応の中で、お客様のビジネスを止めないために走り続
けることによって、その社会的責務を果たすことができたと考え
ております。

佐川急便では、高い現場力、従業員の高い意識、阪神淡路大
震災や新潟中越地震での経験などから、危機対応には強い、と
いう自負とイメージをもっていたので、東日本大震災当時は、
BCP策定という概念はありませんでした。

しかしながら、有史上、類を見ない未曽有の大災害を経験し、
お客様のビジネスや地域社会において、佐川急便が宅配便事
業をいち早く再開させるための計画や、事業を継続し続けるた
めのプランを持つことの重要性を再認識し、約80,000人が働く
SGホールディングスグループの中核企業として、BCP（事業継
続計画）の策定、BCM（事業継続マネジメント）に取り組んでま
いりました。

佐川急便は一貫した「現場第一主義」であり、重大な危機に
直面したら、経営者や管理職自らが現場に入り、現場の状況を
確認しつつ、的確な現場への権限移譲やサポート・バックアップ
を常に実践してまいりました。

BCPを策定した現在も、「災害現場で感じたこと」や「訓練」

佐川急便株式会社
取締役
総務・CSR推進・財務経理担当
兼 CSR推進部長　　内

う ち だ

田 浩
ひ ろ ゆ き

幸 氏

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス年間シリーズ

ビジネスと被災地における
生命線である物流を担う使命

を通じて、机上の計画や手順を継続的に手直ししていくことが
重要と考え、実践しています。

本稿では、佐川急便の過去の災害における活動や、BCMの
取り組み、大規模災害発生時における支援物資輸送の課題と
解決に向けた提案についてご紹介します。

2．30年間改善してきた災害対応

⑴長崎豪雨に伴う大量の緊急支援物資輸送に貢献

1982年7月23日、九州地方に大雨が襲来し、長崎は大水害に
見舞われました。 九州地区の佐川急便は、厳しい交通制限にも
かかわらず、被災地への荷物を完配し、全国からの大量の救援
物資や緊急物資の輸送に徹夜で協力しました（図1）。 

また、佐川急便の従業員から被災地救援の見舞金も集まり、
地元の新聞社を通して被災地に寄付しました。

【図1】佐川急便グループ 救援物資輸送隊
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⑵阪神・淡路大震災で救援活動を実施

1995年1月17日、淡路島北部を震源とする地震が発生し、神
戸市を中心に大災害に見舞われました。 佐川急便は、地震発
生直後から各関係機関などの要請を受け、救援物資の陸送や、
ヘリコプターによる物資のピストン輸送等の支援活動を開始し
ました。約2ヶ月半の救援活動で、トラック延べ台数3,337台、ヘ
リ21機が支援に携わりました（図2）。

また、神戸市内への輸送を展開するにあたっては、膨大な物
量を仕分けるための「屋根付きの広いスペース」「搬入・搬出の
車両動線」といった、物流には欠かせない要素をもつ施設が必
要となります。当時は、新幹線の新神戸駅ターミナルを丸ごとお
借りすることができ、輸送の対応にあたりました（図3）。

そして、「必要な物資」を「必要な分」だけ避難所に届ける、と
いう課題に対しては、配送を行っているドライバーが、避難所で
不足している物資、必要な物資を『御用聞き』をしながら供給す
ることで、解決を図りました。

⑶東日本大震災で救援活動を実施

2011年3月11日、岩手県沖から茨城県沖にかけてのおよそ10
万平方キロメートルという広範囲な震源域で、最大震度7を観
測する地震が発生。この地震に伴って巨大な津波が発生し、東
北地方を中心とした太平洋沿岸部は壊滅的な災害に見舞われ

ました。
佐川急便は、直ちに災害対策本部を立ち上げ、社員の安否確

認、被災地にある拠点の状況などの情報収集を急ぎました。
こうした社内体制の整備と並行して、災害時の対応について

協定を締結していた日本赤十字社からの要請を受け、発災翌日
の12日未明から被災地に向けて毛布などの救援物資輸送を開
始しました。

さらに翌13日には、東京に拠点を置く関東支社から、車両100
台・人員200人で構成された緊急応援部隊を現地に派遣（図
4）。従業員およびご家族用の救援物資を届けるとともに、その
まま現地に残り、被災地における宅配便サービスの再開業務お
よび救援物資輸送を支援しました。

佐川急便は、岩手、宮城、福島の3県に27営業所を展開してい
ますが、東日本大震災ではそのうち4つの営業所が全壊し、66
台の車両が損傷するなど、大きな被害を受けました。そして、震
災発生直後から東北6県および北海道向けの宅配便サービス
を停止せざるを得ませんでした。

宅配便サービスを再開するには、道路網の寸断やトラックの
燃料不足など問題は山積みでしたが、一方で、「被災地の家族
に荷物を送りたい」というお客様の声は切実さを増していまし
た。そのため、できるだけ早くサービスを再開することが重要だ
と判断し、お届け先のお客様に営業拠点まで受け取りに来てい
ただく「営業店止めサービス」（現：営業所受取サービス）の再
開を決定。3月17日より全国から被災地向けの集荷を始めました

（次頁図5）。

【図2】滋賀県守山市の「レークさがわ守山球場」を臨
時ヘリポートとし、地震翌日より6機のヘリでの物
資ピストン輸送開始。延べ21機で物資を輸送

【図3】新神戸駅ターミナル物資拠点の様子

【図4】佐川急便関東支社 応援部隊 出発式の様子
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Point１ ロジスティクスの視点で物資集積所の状況を改善

通常、災害時の物流は、各都道府県のトラック協会や倉庫協
会などの業界団体が、行政との一次窓口になり、加盟事業者へ
の輸送を要請する体制がとられますが、東日本大震災では、宮
城県庁舎内も混乱し、各方面からの膨大な対応作業に追われ、
救援物資の物流が滞り始めていました。

そのため、14日からは宮城県災害対策本部に佐川急便の社
員を常駐させ、県から依頼された輸送をその場で手配し、自衛
隊と連携して、不足していた粉ミルク・病院の毛布・飲料水・食
料品を県の一次集積拠点から、県内各自治体の物資集積拠点
へ輸送を実施しました。

県と同様、沿岸部市町村も、庁舎自体も大きな被害を受け、
職員の方々も被災し、とにかく人手が足りない状況でした。そこ
で、佐川急便は、石巻市・東松島市・牡鹿郡女川町などからも支
援の要請を受け、本格的な避難所への物資輸送をスタートさ
せました（図6）。

佐川急便に託されるのは、おにぎりやパンなど、被災者にとっ
て特に重要な食料の配送でした。消費期限が短いため、集積所
に届いたら迅速に仕分け、当日中に配送し終えなければなりま
せん。

しかし、当初、市町村の集積所は、職員の方が物資の受け入
れを行っていましたが、増え続ける物資の対応でついに管理が
行き届かず、何がどこにいくつあるのか把握できない状態になっ
てしまっていました。

そこで、佐川急便は集積所のオペレーションの改善を市町村
や自衛隊に提案し、市・自衛隊・佐川急便の役割分担を明確に
するとともに、物資の受け入れ窓口を一本化しました。その上
で、カテゴリーごとに分けて物資を置く場所を決め、内容や数
量を適切に管理する物流拠点としての基本的な体制整備を進
めました（図7）。

【図6】各避難所への物資輸送ルート

【図7】石巻市総合運動公園での活動、輸送活動の様子

【図5】宅配サービスの再開状況（東北6県）
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Point2 刻々と変化する被災地のニーズへの対応

迅速な配送を行うためには、避難所リストと避難者数を基に
あらかじめ最適なルートを決める必要があります。しかし時間
の経過につれ、避難所を出て自宅へ戻る方や、自主的に避難所
を作る方が増え、避難者の実態をつかむことが難しくなってい
きました。また、被災者の皆様が求める物資も日を追うごとに
変化していきました。

石巻市などからの要請は公的な避難所への配送でしたが、
佐川急便はこのような状況を踏まえ、配送を一日2回から3回に
変更し、午前の配送で地域の情報収集も行い、そこで受けた要
望や避難状況の変化に応じて、公的な避難所以外も含め市役
所の了承を得ながら配送を行うことにしました。佐川急便の集
めた情報は、自衛隊や市とも共有し、被災者の物資ニーズに的
確に応えるために役立てられました（図8）。

⑷熊本地震で救援活動を実施（図9、10、11）

2016年4月14日（前震）および16日（本震）に、熊本地方を震源
とする地震が発生し、上益城郡益城町・阿蘇郡を中心に甚大な
被害に見舞われました。

16日の本震発生の後、策定したBCPに基づき、被災地であ
る南九州支店（熊本県熊本市東区）に現地対策本部を、東京
本社（東京都江東区）に統括対策本部を設置し、①宅配便事
業の継続、②指定公共機関として緊急支援物資輸送対応に
速やかに着手し、①宅配便事業は、業界ではいち早く、4月18
日から順次、条件付きで被災地での集荷・配達を再開致しま
した。

また、②政府緊急災害対策本部からの物資輸送要請に対
し、本震発生の16日から物資輸送を開始。その他、各企業様・
団体様・自治体様からの支援物資のほか、事業用製品等の輸
送要請に関しても、搬入指示先への輸送を実施しました。

【図8】避難所の『御用聞き』メモ

【図9】熊本地震における佐川急便の輸送活動領域

【図10】熊本市アクアドームでの活動、輸送活動の様子

【図11】農林水産大臣からの感謝状
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⑶実効性あるBCMに向けた取り組み

①ソフト対策（事例）（図14）
a）訓練・教育
•安否確認訓練（安否確認システム利用）
•大規模災害対応訓練
•新型インフルエンザ対策訓練
•津波対策訓練

b）BCP情報集約・利活用
•BCPカルテ（リスクレポート）

各拠点（支店・営業所）における地震、水害、火山、原子力
等のハザード情報を評価し、マップ化するなど、拠点周辺リ
スク情報を可視化
また、各拠点のリソース（施設、車両、人員）情報や、緊急連
絡先等の情報を集約するなど、連絡網（情報ネットワーク）
を整備

•佐川急便㈱防災白書（年1回発行）
災害の発生、対応等の経験、被害額等の実データを蓄積・
利用

②ハード対策（事例）
a）自家給油スタンド（インタンク）設置（全国129拠点）（図15）

計2,872klの軽油の貯蔵が可能。貯蔵率7割維持を現場運
用ルール化し、電源喪失時での給油を可能とする緊急災
害時用燃料油ポンプおよびインタンク改修を順次実施し
ています。

3．佐川急便のBCP（事業継続計画）
／BCM（事業継続マネジメント）

⑴佐川急便のBCP／BCM

佐川急便は、東日本大震災の経験を基に、2013年にBCP
（事業継続計画）を策定し、BCP関連投資などの対策推進、
大規模災害訓練、行政・企業間におけるBC連携の実施など、
実効性あるBCM（事業継続マネジメント）の構築・改善活動
を進めています。

⑵佐川急便のBCP（図12）

Point 計画はリソースに着目

佐川急便のBCPは、地震や火災、新型インフルエンザなど、
災害の事象別に対応計画を考えるのではなく、自社の建物や
設備、IT・情報システム、人的資源など、優先業務に影響を及ぼ
す重要なリソースが使えなくなることを想定した対応を図るこ
とにしています（図13）。

【図14】大規模災害対応訓練の様子（本社）

【図15】自社給油スタンド（インタンク）【図13】リソースの被害状況を判断基準としたBCP策定

【図12】佐川急便のBCP
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b）非常用電源設備の導入（全国14拠点）
c）CNG（天然ガス）トラック・EV（電気自動車）の導入

CNGトラック（図16）やEV（図17）の導入を積極的に進め、
環境面と併せて、燃料の多様化と、エネルギーセキュリティ
面での対応強化（CNGトラックの保有台数は世界一）

d）衛星携帯電話・災害対策PHSの導入
本社・支店等の主要な拠点に衛星携帯電話を設置し、全て
の拠点に災害対策PHSを設置。
通信障害下での通信環境を維持することが可能です。

e）情報システムの二重化
東日本・西日本の２拠点で二重化を図ることで事業継続性
を担保しています。

4．災害物流と事業継続における
キーワード　"連携"

⑴平時からの関係強化を図る「災害協定／包括連
携協定」

①災害協定の締結
佐川急便では、政府や全国の自治体、大学などと災害協定を

締結しています（表1）。
協力・支援の内容としては、物資の輸送や物資の保管・管理、

スタッフの派遣等の支援、津波・高潮、洪水等の一時避難場所
としての使用となっています。

②自治体との連携促進（包括連携）
佐川急便では、災害対応に関して自治体との連携を強化す

るだけではなく、日頃から地域の活性化、住民サービスの向上
に資する活動にも取り組むなど、コミュニケーションの促進を
図っています（図18）。

具体的な連携事項例は、下記となります。

a)地域防災、安全・安心な街づくりへの協力
➡災害時における支援物資の仕分け・保管・輸送等
➡企業ＢＣＰの普及・啓発、及びサプライチェーンを支える

ＢＣ（事業継続）企業連携の推進等
b)子ども・青少年の育成への協力
c)女性の活躍推進への協力
d)高齢者・障がい者支援への協力
e)環境保全・推進への協力
f)観光振興・観光情報発信への協力
g)地域産品の流通改善等への協力

③協働訓練の実施
佐川急便では、協定締結先はもちろん、中央省庁や自治体連

合、団体等との平時からの関係構築・実効性の確認を目的とし
た協働訓練に積極的に参加しています（図19、次頁20）。

指定
公共機関 物資輸送 管理・

荷捌き等
指導者

（助言）派遣 一時避難

3 16 11 5 3

【図16】CNGトラック 【図17】EV

【図18】包括連携協定締結式の様子

【図19】日本赤十字社との訓練の様子

【表1】協定等の業務内容

※1つの協定に複数の業務が含まれており、業務内容の合計と締結数は、
一致しない。
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④備蓄拠点の運営・管理業務の受託
佐川急便では、自治体が開設している災害備蓄品等の保管

等を行っている防災備蓄拠点の運営・管理業務を丸ごと受託
しています。大規模災害発生時においては、単に食料や医療品
などの物資を「運ぶ」だけではなく、「必要なところ」に「必要なも
の」を「必要な分だけ」お届けすることが重要です。

物資をどのように仕分けし、保管するかというロジスティクス
のノウハウが不可欠であり、集積所のレイアウト、物資の保管・
管理方法によって、業務の作業効率は格段に違うものとなりま
す（図21）。

⑵BC（事業継続）企業連携

佐川急便は、災害時等でのリスク対応力の強化や早期の事
業継続の実現のため、自社およびSGホールディングスグループ
内連携を図るとともに、異業種企業間においても交流会や各種
研究会を継続的に実施しています（図22）。

①BC企業交流会　
約50社・団体（業種：小売業、情報・通信、ガラス・土石、機械、

輸送用機器、エネルギー、倉庫・運輸、化学等）とともに、BC（事
業継続）活動に関する相互の情報交流の促進や、各社が抱える
共通課題の解決に向けた意見交換を行うとともに、個別テーマ
毎にBC研究会を開催しています。

②BC研究会（例）
具体的な協働事業やBCP関連ビジネスの促進に向けて、

テーマ別に実施
a）テーマ：『備蓄品の利活用』

共同備蓄／保管・輸送等の連携、期限切れ等備蓄品管理、
有効活用（再利用）の研究

b）テーマ：『物流と気象』
自然災害等による輸送障害対策のため、道路・鉄道・内航・
航空・陸運の各インフラと、物流気象を加味した情報連携
の研究

c）テーマ：『教育・訓練方策』
BCP訓練のあり方、訓練教材、訓練方式の開発・共有。他
社の訓練への参加・視察など、人材育成の研究

5．外部評価の獲得
佐川急便は、重要な社会インフラの一つである物流を担う企

業として、災害対策、国民保護措置、新型インフルエンザ等対策
における運送を担う指定公共機関として、関連法の告示により
指定を受けています。

本稿でご紹介したことすべては、物流という社会的使命を果
たすべく、有事の際に迅速な行動をとり、お客様のビジネスを
支える確実な物流を早期に実施するために、平時から行ってい
るBCM活動になりますが、これを対外的に情報発信し、普及・

【図22】企業交流会／研究会の様子

【図20】DMAT1） 大規模地震時 医療活動訓練の様子
※専門医療機器の陸上輸送を担当

【図21】保管場所に品目、量などを表示してあるので
「何が、どれだけが一目瞭然」
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啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
そして、これら取り組みを第三者に審査・評価いただく機会を

もつことで、全てのステークホルダーに一層の信頼と安心を寄
せていただけることにつながると考え、表彰制度・認証制度へ
の応募を行ってまいりました。

外部評価の状況は、下記の通りです。
■BCAOアワード2015：優秀実践賞・特別賞
■レジリエンスアワード2016：優秀賞（企業・産業部門）
■レジリエンス認証の取得（2016年7月〜）（図23）

6．災害物流で見えた課題と解決提案
2011年の東日本大震災以降も、50年に1度と呼ばれる気象状

況を表現する特別警報の運用開始や、南岸低気圧・爆弾低気
圧の襲来に伴う高速道路等の大規模通行障害、2016年の熊本
地震の発生と、日本列島特有の自然災害リスクが毎年顕在化
するたびに、物流がいかに「ビジネスと被災地の生命線」である
か、を社会が再認識する状況が続いています。

本章では、佐川急便として考えている大規模災害発生時にお
ける支援物資輸送の課題とその解決に向けた提案をご紹介し
ます。

⑴災害時の支援物資輸送等の課題

①被害・報告の取り纏め、対応の共有
災害時における連絡や情報共有の迅速化、正確性等は、災害

対応・支援にとって非常に重要な要素ですが、現実的には、被災
地における国、都道府県、市町村等の各関係機関の役割分担や
連携、情報共有のあり方等については課題が残されています。

平時から関係機関および民間において、効果的な支援方策、
情報共有・手段等について検討するとともに、連携体制や情報
共有の仕組みを整備することが必要と考えています。

〈課題解決Point１〉ビジネスシーンのノウハウを活用

特に、都道府県と市区町村においては、テレビ会議シス
テムや被害状況等を一元管理できる情報共有システム等
を活用して、情報や状況を同時に共有するほか、対策本部
会議を別々に開催するのではなく、より被災地に近い環境
を整備することでよりスムーズな情報共有が図れると考え
ます。

②避難所の情報収集
避難所のニーズを把握する上で重要なのは『御用聞き』的な

活動にある、と考えています。佐川急便では、避難所への輸送を
行いながら、物資は行き届いているのか、足りないものは何か、
ドライバーが情報を収集し、すぐさま物資拠点に情報を持ち帰
り、可能な限り次の輸送で解消しています。しかし、これではタ
イムラグが1回分余計に発生してしまいます。1日に限られた輸
送回数の中で、効率よく物資を行き届かせるためには、避難所
からニーズを発信できる仕組みがあればよいと感じています。

〈課題解決Point２〉更なるＩＴの活用・導入

避難所と地元自治体間の情報共有の迅速化、精度向上
等のため、タブレット端末（報告フォーマットやアプリ等の
設定は必要）といった既存のITツールを活用する。あるい
は、飲食店などで導入されている「オーダーシステム」をカ
スタマイズし、各避難所の責任者が、必要な物資等の情報
を定期的に入力・発信する仕組みを構築するなど、物資集
積拠点や自治体等と繋いで、避難所の様子を把握すること
ができれば、刻々と変わる避難者の数や、物資の必要数、
配布することができる物資拠点にある物資の避難者への
通知、物資拠点にはまだない物資も即時に調達、など可能
性が大きく広がります。

③激増する他自治体や善意の申入れへの対応
被災した自治体における初動対応で、他自治体からの申入れ

や善意の申入れの対応で相当な職員の方が、その応答に追わ
れている状況が見受けられます。その応答については、下記のよ
うにいくつかのパターン分けが可能であると考えます。

ａ）即答できるもの
ｂ）内容を取り纏め、対策本部等で判断するもの（折返し

対応）
ｃ）お断りするもの

【図23】レジリエンス認証・登録証の取得
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躍するのは、大型の10トン車やトレーラーではなく、2トン車・3ト
ン車・ワンボックス車など、小回りの利く普通免許や中型免許
で運転できるタイプの車両です。そして、各避難所においては、
ボランティアや避難者の方 と々協働した作業や御用聞きも求め
られるコミュニケーション力も必要かもしれません。

佐川急便とそのセールスドライバーは、この「ラストワンマイ
ル」を担える自負があります。過去の大震災においても実績と信
頼をいただけました。

しかしながら、懸案されている「首都直下型地震」や「南海ト
ラフ地震」といった想像を絶する被害想定をもつ大震災が発生
すると、当社の経験上、このラストワンマイルの担い手は、多け
れば多いに越したことはなく、配送先の効率化・省力化も図ら
なければならない、と感じています。

〈課題解決Point５〉宅配事業者のみならず、貨物運送
事業全体で取り組む

避難所への輸送は、宅配便事業者が行うもの、土地勘が
ある人間が行うもの、と思われがちですが、必ずしもそうで
はありません。

あらかじめ決められた避難所と、収容人数、避難者見
込、運ぶ物資、などの情報から、積載と対応可能な配送範囲

（仮想の配送ルート組み）の設定は可能と考えます。
それらをしっかりと地図上に表記していただく、またはナ

ビゲーション入力できる住所等を準備していただければ、
貨物運送事業に従事する者であれば、避難所輸送はそん
なに難しいことではありません。貨物運送事業全体で対処
し解決しなければならないと考えます。

〈課題解決Point６〉ラストワンマイルを少しでも短く、
避難所からの歩み寄りも必要

また、避難所への輸送についても、根本から考えてもよい
かもしれません。なぜなら、避難所として使用される施設の
多くは、学校・公民館・地区センターなどの文化施設であり、

「物流・流通」は考慮されていない、むしろ「物流・流通」と
は、住み分けられた施設であるためです。

被災地において様々な制約がかかる中、あえて難しい配
送を行う箇所を限定し、部分最適による、効率化・省力化
を図ることで、ラストワンマイルの早期解決につながると考
えます。

例えばですが、長期化する滞在型の避難所へはラストワ
ンマイルの輸送を行いつつ、避難所周辺に普段から流通が
行われているコンビニエンスストアやスーパーマーケットが

これらの対応に自治体職員の方の手が取られないようにする
ことは、被災自治体の運営において、意外と重要なことと感じて
います。

〈課題解決Point３〉コールセンターへのアウトソーシング

外部からの問合せ対応等の業務は、応答問答（スクリプ
ト）を作成できれば、応答業務のほか、入電数の把握や、方
針が決まった後の折返し対応等の煩雑な作業にも対応が
でき、被災地外で十分に果たせる業務と言えます。有事の
際に短期間でコールセンター業務を開設できる民間事業
者に委託することで解決（被災自治体業務の緩和）が図れ
ると考えます。

④物資集積拠点の開設〜運営（管理）
自治体が防災業務計画等で定めている物資集積拠点の中

には、大型車両による搬入出が考慮されていない箇所や、荷
役機器の確保が未考慮の箇所があるのではないか、と危惧し
ています。

また、被災する自治体域内で、想定される「施設自体の損傷」
や「不安定な電気・水道等のインフラ供給」を考えると、物資集
積拠点は被災自治体域内に絶対必要かどうか、これもロジス
ティクスの概念（古くは「兵站（へいたん）」から近代の「物流」ま
で）を参考に考えてみるのもよいと感じています。

〈課題解決Point４〉物流事業者等へ（餅は餅屋に）委ねる

平時のうちに、物資集積拠点の物流業務への適応性を
担保するために、自治体と事業者が協働で計画を見直す、
必要に応じた診断等を行う、許容範囲内の投資を行う、な
どの事前対策で解決が図れると考えます。

また、物資拠点の開設から運営に関しても、物資支援の
あり方が、「プッシュ型」と「プル型」2）との併用で行われて
いることを考えると、A）被災地域内と、B）被災地外または
軽微な被災地域、の2つに拠点を構え、かつ物資を円滑に
仕分け・配送することに適している流通型のTC（トランス
ファーセンター）機能やノウハウを活用することで解決が
図れると考えます。

⑤物資集積拠点から避難所輸送
物資集積拠点から各避難所までのいわゆる「ラストワンマイ

ル」が、支援物資輸送において最も重要であり、一番力を入れて
対応しなければならないと佐川急便は考えています。ここで活
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あるのであれば、そこまでの物資輸送に留め、避難所にい
る方々にも物資まで少しだけ歩み寄っていただく。支援物
資と通常の流通が同時並行で行われ、避難者の方々がこ
れを目の当たりにできることこそが、日常生活の復旧、被災
地の復興、支援の引き際なども考えると、ラストワンマイル
のやり方にも、流通事業者の方々の協力といった課題は残
りますが、解決策はあると考えます。

〈課題解決Point7〉道路等インフラ情報の早期収集・
発信のプラットフォームへの期待

支援物資を効率的かつ安全に輸送するためには、被災
地及び周辺のインフラやライフライン等の情報は極めて重
要です。

現状では、各機関や事業者への個別確認や当社自身の
保有情報等の中で対応していますが、精度の高い情報は、
なかなかすぐには集約できません。

災害時の対応力強化のため、インフラ等情報を集約・発
信するプラットフォームの構築が期待されています。

7．おわりに
物流は「社会インフラ」のひとつであり、普段はお客様に

とって空気のような存在で良いと考えています。しかし、大
規模な災害時においては、物流は「ライフライン」として、被
災地の「命をつなぐ物資」、地域社会・経済の「復旧に不可
欠な物資」という大切なお荷物を、普段のように確実かつ円
滑にお届けする使命・期待を全うできる存在でなければな
りません。

佐川急便は、様々な災害において、従業員やその家族、施
設、車両など、当社自身も様々な被害を受けることもあります。

しかし、そのような状況においても「少しでもお役に立ちた
い」と使命感に燃える従業員の姿に、企業理念の浸透と現場
力の強さを感じます。また、お客様から「普段のように荷物が
届く」ことに感謝の言葉を頂戴することも多く、自分たちがい
かに重要な仕事を担っているのかをあらためて自覚する機会
へとつながっていきます。

この経験によって得たものを活かして、サービスの質をさ
らに高め、危機対応力も一層強化していかなければと考える
次第です。そのためには自らの事業を一層深化・発展させ、新
しいサービスの提供や、雇用創出など本業を通じた継続的
な活動も重要だと認識しています。

本稿が皆さまのBCP策定やBCM活動の一助となれば幸い
です。

以上

注）
　　　　　　
1）DMAT

「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」
のことで、Disaster Medical Assistance Team（災害時医療派遣チーム）
を略し、DMAT（ディーマット）と呼ばれている。

2）災害時物資支援における「プッシュ型」と「プル型」
「プッシュ型」は、発災直後などで被災地のニーズ情報が十分に入らない場合
に、国が被災都道府県からの具体的な要請を待つことなく、避難所避難者へ
の支援を中心に必要不可欠と見込まれる物資を調達し緊急支援することを
いう。
一方、「プル型」は、支援物資のニーズ情報が十分に得られる場合で、ニーズ
に応じた物資を供給・支援することをいう。
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【お話をうかがった方】
花王株式会社
サステナビリティ推進部
エコ戦略推進グループ
部長　　金

か ね こ

子 洋
よ う へ い

平 氏

企業経営を支える水リスク管理
〜花王の水保全に関する取り組み〜

１.はじめに
近年、気候変動や途上国における人口増加や産業発展な

どを背景として、世界各地で水枯渇、洪水、水質汚濁などの
水リスクが顕在化する例が増えている。これらの社会的課題
は企業経営を脅かす可能性があることから、投資家や取引
先が企業に対して、ＣＤＰウォーター１）などを通じて自らの水
リスクを把握・開示し、戦略的に取り組むよう求める動きが
加速している。

企業はサプライチェーンの様々なプロセスで水に依存して
おり、実際に水リスクが顕在化した場合、操業停止やブランド
毀損（きそん）などの経営リスクとなる可能性がある。一方で、
自社の水とのかかわりを適切に把握し、水リスクへの対処を
進めている企業は、他社との差別化やブランドイメージの向
上につなげることが可能である。最近では、水資源の持続可
能な利用を経営上の重要なテーマとして位置づける企業も増
えてきた。

今回は、本業における新たな商品開発や商品自体の魅力向
上のキーワードとして「水の使用」に注目し、取り組みを進めて
きた花王株式会社 サステナビリティ推進部 エコ戦略推進グ
ループ 金子 洋平 部長にお話をうかがった。本業を通じた水
リスク管理の好事例としていただければ幸いである。

 

【聞き手】
株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
環境・社会グループ
主任コンサルタント　関

せ き ざ き

崎 悠
ゆ う い ち ろ う

一郎

２．事業と水との関わり

Q．貴社が取り組みを始めた経緯について教えてください。

私たちの原点は、1890年に発売した高級化粧石けんであ
る。当時の国産石けんは品質が悪く顔を洗えるものがなかっ
たので、日本で品質の良いものを作ろうということで開発し
た。実は水との関わりも、ここが原点になる。私たちはこの石け
んから始まり、「清潔・美・健康」という視点でモノを作ってい
るが、その実現には多くのきれいな水が必要である。水がなけ
れば洗えない、洗うとその水は排水になってしまうという意味
で、120年以上前から水と関わってきたといえる。

1960〜1970年代に、河川の泡立ちや湖沼の汚濁などが顕
在化した。瀬戸内海などでは赤潮が大量に発生し、洗剤に
入っているリンが原因ではないかと言われたことがあった。

「清潔・美・健康」を実現するためには、地球環境や水に配慮
したモノづくりが必要と考えている。

Q．水による環境への悪影響を減らすための取り組みについ
て教えてください。

家庭で使う水の量は、概ね年間一世帯300トンぐらいにな
るといわれるが、私たちの商品の多くは、家庭における水消費
と関わっている。これらの状況を踏まえて、2009年に環境宣言

～我が社のリスクマネジメント～イノベーション年間シリーズ
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をした（図１）。商品のライフサイクル全体で環境をとらえ、よ
り良いものを提案していく、という内容である。中期環境目標
に四つの重点領域を示したが、2番目には「水を減らす」という
こともしっかり書いた（図２）。また3番目には「化学物質の管
理」をあげた。私たちの事業は排水と直接関係するので、排水
中の化学物質の管理もきちんとやっていくという意味である。
環境の中でも特に水を重要なポイントとして扱っている。

水に関するライフサイクル全体のイメージを図３に示す。原
料から生産・輸送・使用・廃棄に至るまで、作る時だけでなく使
われる時にも多くの水を使い、排水が出る。主なリスクとして
は、製品の製造・使用時の水が確保できるか、排水の規制強
化、洪水による輸送や工場の操業への影響を考えている。

 

【図１】環境宣言（2009年）

【図２】中期環境目標

３．花王の化学物質管理推進活動

Q．特に力を入れている点について教えてください。

ライフサイクル全体という話をしたが、私たちが実際に水と
どう関わっているかをきちんと見えるようにしておくことを重
視している。またそれに基づいて、水への影響を減らすとか、使
用する水を減らすような商品の開発をしている。

まず化学物質管理について、概要をご紹介する。
化学物質の管理に関しては、ＳＡＩＣＭ（国際化学物質管理

戦略２））が10年前に出ている。これは化学物質による人や環境
へのリスクを最小限にしようということだ。国連のＳＤＧｓ（持
続可能な開発目標３））の一つにも、この化学物質のことが掲げ
られている。私たちはそれに対し、自社が使っている原料のリ
スク評価をしっかりやっていこうと取り組んでいる。

ここでいう化学物質のリスク管理というのは、環境だけで 
なく人の健康などもすべて含めたことであり、①毒性と暴露量
から導くリスク評価、②生産・物流を中心とした化学物質管
理、③様々な人とコミュニケーションし、きちんと伝えていこう
というリスクコミュニケーションだ。

リスク評価と化学物質管理の二つはこれまでやってきたし、
多くの会社でもやられていることだと思うので、ここでは特にリ
スクコミュニケーションについて紹介する。

環境への暴露量、懸念のある物質などより、優先的にリスク
評価を行う花王優先評価化学物質を設定し、順次評価を行っ
ている。その結果を安全性要約書という形で、弊社のホーム
ページで公開している（次頁図４）。化学物質の構造や物性、
その物質の用途を、実際の試験結果とともに明示している。こ
れらに基づいて、現在の使用条件であれば、大きなリスクには

【図３】ライフサイクルを通じた水との関わり 企
業
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つながらないと判断しているという内容である。去年から始め
たのでまだ途上だが、現在10物質の要約書を公開している。
自分たちが使っている原料の情報をオープンにすることで、一
般の方に安心してお使いいただくことと共に、評価や判断に関
し、専門の方から率直なご意見を頂くことで、さらに良い管理
につながると考えている。

 

４．水保全の取り組み

Q．水の見える化という点はどうでしょうか。

私たちは、製品の製造や使用にどのくらいの水の量を使って
いるかを見える化している。例えば、製品Aにかかわる水は、A
を作る時に使った水と、Aを使う時に使った水の和だ。作ると
いうのは、購入原料を製造する時の水も含める。製品Aの水の
使用量の和があれば、製品Bの水の使用量の和もあるという

ように、製品の数だけある。これをすべて積算するという考え
方だ。

見える化することで、水の負担をかけている製品はどれか、
そうでもないのはどれか、どの工程で水を使っているかがわか
る。食器洗い用洗剤、衣料用洗剤、シャンプー、化粧品、紙オム
ツを1回使うときで比較すると、洗濯の時が最も水を使ってい
ることがわかった。また衣料用洗剤の場合は、製品を作る過
程の水よりも、洗濯機で使う水の量がはるかに大きいこともわ
かった。一方、紙オムツは製品を作る時に多くの水を使用して
いることがわかった。化粧品は、他の製品に比べ、製造時も使
用時も水の使用量は少ないことがわかった。

1年間で使われる水の量は、1年間にこれらの製品が使われ
る回数で計算できる。1年間に日本全体でどれだけ使われたか
は、私たちでいえば、どれだけその製品が売れたかということ
になる。使用回数を販売量で置き換えて掛け算すれば、1年間
どのぐらいの水が使われているかがわかってくる。

自社全体でどのくらいの水の量になるかは、この掛け算をす
べての製品について積算して算出している。製品の大きさや
色、香りなどの違いも含めると、1万弱ぐらいの種類の製品があ
る。これをすべて計算するのは大変なので、組成情報がわかる
変動費計算システムや、売上情報の会計システムと連動させ、
原料情報や使用条件などの情報から自動計算するＬＣＡ（Life 
Cycle Assessment）計算システムを作っている（図５）。

結果として、自社全体で1年間に20億トン程度の水と関わっ
ていることがわかった。これは大変な数字で、当然、責任があ
る。内訳をみると、使用の過程が約90％を占めていた。原料や
製造時の水も重要だが、使う時の水に気を遣っていかなけれ
ばいけないことがわかった。

また、毎年の努力の結果は経年で算出できるようになって
いる。集計した結果はサステナビリティレポートで示している。
これもＬＣＡ計算システムがあるからできることである。

 

【図４】化学物質に関する安全性要約書

【図５】水の見える化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：花王株式会社より資料提供）
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Q．水の使用量を減らす取り組みについて教えてください。

水の見える化をすると、私たちが製品を通してやらなければ
いけないことが見えてくるので、水の使用量を減らすような商
品開発の視点になった。使用量が多かった衣料用洗剤からス
タートした。

30年ほど前になるが、コンパクト洗剤「アタック」を提案し
た。従来のニュービーズに比べ小さくなったことで、お買いも
のの不自由さや置き場所などの改善ができた。一方で、コンパ
クトにするために、少ない原料でしっかりと洗浄できる技術が
大きく向上し、その結果として、輸送時のエネルギーも小さく
なり、環境にも配慮した商品とも言えた。しかし、水の視点は
入っていなかった。

洗濯では、「洗う時」と「すすぐ時」に水が使われている。すす
ぎで使う水の量を減らせれば水が減らせる。しかし、洗浄力や
使いやすさは、「洗う時」のことであり、「すすぐ時」に視点をあ
てた発想はこれまでなかった。

すすぎの水量を減らすことは、洗濯機を動かす時間が減る
ので省エネになり、節約にもなる。またすすぎの時間も短くな
るので、洗濯も短時間になる。すすぎの水量を減らすというこ
とは、「省エネ」、「節約」、「時短」になり、お客さまにも良いこと
づくめで、これは是非やろうということになり、商品開発がス
タートした。

すすぎとは、洗浄時の水の中にある汚れや洗浄成分を衣類
から分離するために、きれいな水で置き換える工程である。一
般に、洗浄の後、貯めすすぎ、シャワーすすぎなど2回のすすぎ
を行っている。目標は、すすぎ1回である。開発するうえで難し
かったのは、半分の水量で、汚れや洗浄成分を衣類から分離
しなければならないことである。図６に、1回のすすぎで繊維に
残る界面活性剤すなわち洗浄剤の量と、洗浄力を調べた結果
を示す。原料Bのように布にくっつかないような原料もあるが、
それでは洗浄力が不十分というトレードオフが生じる。すすぎ
1回の洗剤を開発するということは、製品の設計を一から始め
なければならないということであった。私たちは多数の原料を
評価し、高い洗浄力と衣類への低残留の両立を目指した。結
果、すすぎ1回でも従来洗剤を2回すすいだのと同等に吸着せ
ず洗浄力もある材料が見つかったので、アタックNeoの開発
につながった。

最近は、仕事から帰って夜洗濯する人が非常に多くなって
いる。夜忙しい時にすすぎ1回分、約10分短くなるということ
は、例えば、お子さんとの会話の時間創出などにつながる。お
客さまの暮らしに役立つ点を訴求し、結果として節水になる、
そんなアタックNeoを目指している。2009年に1代目のアタッ
クNeoを出し、常により使いやすくなるよう改良を重ねてい
る。さらに海外にも展開し、海外での水保全にも貢献してい
る。また商品の使用を通した節水は、衣料用洗剤だけではな
くほかの製品でも展開している（図７）。衣料用洗剤は洗浄剤
の吸着力と洗浄力の両立が課題だったが、食器用洗剤は、泡
切れと洗浄力との両立が課題だ。これも一から設計し直すこ
とで、「サッと泡がお皿から消えてすすぎやすい」洗剤としてす
すぎの水を減らし、食器洗いの時間も短くなるような商品が
完成できた。

 

【図６】衣類残留率と洗浄力のトレードオフ
（出典：花王株式会社より資料提供）

【図７】節水技術の他商品への拡大

企
業

経
営

を
支

え
る

水
リ

ス
ク

管
理



15　RMFOCUS Vol.59

イノベーション 　〜我が社のリスクマネジメント〜

企業経営を支える水リスク管理

注）
　　　　　　
１）ＣＤＰウォーター
世界の機関投資家が運営する非営利団体が、ＦＴＳＥインデックスから選定し
た企業に対して、環境情報の開示を求めるＣＤＰ（旧名称：カーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクト）の水リスク版。2010年から、世界の先進企業に水の
使用状況やリスク対策について情報開示を求めて質問状を送り、その回答を
分析・評価して投資家に開示している。

２）国際化学物質管理戦略
2020年までに、化学物質の使用と生産が人の健康と環境にもたらす悪影響を
最小化するための、国際的な合意文書。事務局は国連環境計画（ＵＮＥＰ）。日
本では、2012年9月にＳＡＩＣＭ国内実施計画を策定し、進捗状況をモニタリン
グしている。

３）持続可能な開発目標
2015年9月の国連サミットにおいて採択された、国際社会が開発分野におい
て達成すべき共通目標。貧困、健康・福祉、教育、気候変動、資源など、17の目
標と、課題解決に向けての169の具体策から構成されている。

４）AQUEDUCT
世界資源研究所（ＷＲＩ）が運営する水リスク評価のためのツール。河川流域ご
とに水ストレス、洪水頻度、干ばつ頻度などについて数段階に区分して情報
提供しており、水リスクの指標を概観することができる。

【図８】AQUEDUCTによる日本の渇水リスクマップ
（出典：WRI Aqueduct <http://www.wri.org/applications/maps/
aqueduct-atlas/> （最終アクセス2016年8月15日））

とである。さらに、AQUEDUCT４）等の水リスクデータベース
があることも知った。AQUEDUCTでは、拠点の緯度と経度を
入れるだけで水リスクが把握できる。今後は、このようなデー
タベースを活用し、多角的なリスク評価をしていきたい。また、
実際に他の企業がどういう取り組みをしているのかを学ぶこ
とも重要と考え、ＣＤＰサプライチェーンプログラムにも参加
している。良い活動は、自社に取り込むとともに、他のサプライ
ヤーにも応用していただくことで、業界全体での水リスク低減
に貢献していきたい。
少し話はそれるが、実際にAQUEDUCTで日本の地図を見
ると、渇水リスクが高いと表示される地域がある（図８）。例え
ば東京や愛知、大阪あたりはかなりリスクが高い地域となって
いる。海外の方がこれだけをみて、ここに工場があるからリス
クがあると見られるのもどうかと考えている。このような被害
も水リスクかもしれない。このような場所にある工場は大丈夫
だということを何らかの形で表明しておく必要があるかもしれ
ない。
様々な最新の技術も使いながら、自然と調和して、皆が生
き生きと暮らしていけるような社会を是非、皆さまと協力して
作っていきたいと考えている。

以上

５．取り組みの高度化と拡大

Q．今後の課題がありましたら教えてください。

今後は、今やっていることをもっと高度に、もっと拡大してい
かないといけないと考えている。水の見える化にしても、水は
地域によって価値が異なるということを考える必要がある。水
が比較的安定して手に入る日本と水が不足している国で、一
律に何リットル削減と言っていいのだろうかという点は、まだ
どう整理したら良いかわからない。様々な研究がなされている
ところであるので、勉強をしていきながら、グローバルで水リス
クをどう扱うかを考えていきたい。
また、まだ見逃している取り組みはないのか、本当に今やっ
ている取り組みだけでいいのかということをよく見ていく必要
がある。私たちはＣＤＰウォーターへ回答しているが、このよう
な外部アンケートを活用することで、世の中が何を求めている
かがわかってくる。ＣＤＰウォーターへの回答で分かったこと
は、サプライヤーの水リスクにも配慮する必要があるというこ
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（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）は、2010年
にウォータープログラム（以下、「CDPウォーター」）を開始し
た。このプログラムは、世界の機関投資家が連名で世界中の
大企業に対して水リスクに関する質問書を毎年送付し、その
回答を評価するものである（図１）。2016年4月時点で、643の
機関投資家（運用資産総額63兆米ドル）と世界中に多数のサ
プライヤーを抱えるグローバル企業24社（日本企業3社含む）
が署名している3）。2015年の回答企業数は、世界で1,237社、 
日本企業は自主的なものも含めて92社が回答している。

このように、水に関連する様々なリスク（水リスク）への関心が
一層、高まっている。本稿では企業の視点から、その背景とリスク
評価の考え方について考察する。

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
環境・社会グループ
上席コンサルタント　寺

て ら さ き

崎 康
こ う す け

介

トップ5グローバルリスク（リスクが顕在化した場合の社会への影響度）

順位 2014 2015 2016

1 財政危機 水危機 気候変動の緩和と
適応の失敗

2 気候変動 感染症の拡大 大量破壊兵器

3 水危機 大量破壊兵器 水危機

4 失業及び
不完全雇用 国家間紛争 大規模な難民、

非自発的移住

5 重要な情報インフラ
の故障

気候変動の緩和と
適応の失敗

エネルギー価格の
急激な変動

１	はじめに
毎年、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）において、

「グローバルリスク報告書」が発表され、数百名の専門家によ
り各リスク項目の社会への影響度と発生可能性が評価される。
2016年の報告書では、影響度の観点から水に関するリスクは3位
に入り、3年連続のトップ5入りとなった（表１）。

また2016年5月に世界銀行が公表した報告書によれば、気候変
動によって水不足が深刻化し、中央アフリカや東アジアなどの地
域では2050年までにＧＤＰ（国内総生産）が最大6%減少する可
能性があるほか、移住の増加、紛争発生の原因となることが指摘
されている2）。

さらに欧米を中心に、投資判断として企業の水リスクを注視
する機関投資家も増えている。英国の非営利団体であるＣＤＰ

〈ニューリスク〉水リスク

〈シリーズ（全4回）〉 ニューリスク　第2回 

企業の水リスク評価の
背景と考え方

【図１】ＣＤＰウォーターの仕組み
  （出典：参考資料3）を基にインターリスク総研作成）

【表１】「グローバルリスク報告書」におけるリスク順位の変遷1）

（出典：参考資料１）を基にインターリスク総研作成）
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２	水リスクとは
水ストレス（水需給のひっ迫度）の高まり、洪水、不十分な水イ

ンフラ、干ばつ、水質汚濁などの水に関連したリスク全般を指して、
「水リスク」と呼ばれる。このようなリスクは国や地域、河川流域
によって状況が異なる。例えば世界資源研究所（ＷＲＩ）の水リス
クデータベース“AQUEDUCT”によれば河川流域別の水スト
レスは図２のように示される。

水リスクの主な顕在化事例を以下に示す。

⑴中国

黄河流域は、慢性的に厳しい水不足状態にある。南水北調プ
ロジェクト（長江などの南方の水を北京などの北部まで引く運河

建設）が一部完工したことなどにより、ある程度、水不足は緩和さ
れると見込まれるものの、地下水の過剰取水は続き、驚異的な速
さで地下水位が沈下し、枯渇しつつあると指摘されている4）、5）。

⑵米国

米国南西部のカリフォルニア州を中心とした地域では、2011
年から干ばつが続き、州知事命令として都市用水の25%強制削
減が行われ、2015年には2,190km2の農地が作付け不可能となっ
た。農業用水の不足分の大半を地下水で補填しているため、地盤
沈下が加速し、地下水資源も枯渇しつつある6）。

⑶タイ

2011年にタイで発生した大洪水では、世界銀行の試算によれ
ば、タイ全体の被害総額が3兆5,000億円（うち工業団地の被害額
は約1兆7,000億円）におよび、日系企業の設備や事業継続にも大
きな影響を与えた7）。

３	事業リスクとしての水リスク評価の重要性
事業リスクとして、洪水による物的損害や事業中断、水不足に

よる工業用水または原材料価格の上昇、水供給の制限による操
業への影響、新たな課税や規制の導入、メディアやＮＧＯなどの
批判による評判リスクなどが想定される。
このような水に起因する事業リスクを整理すると、図３のとおり
となる。

【図２】現在の河川流域別水ストレスの状況
（出典：WRI Aqueduct Water Risk Atlas <http://www.wri.org/
applications/maps/aqueduct-atlas/> （最終アクセス2016年8月15日）

【図３】水に関するリスク要因と事業リスクの関係性 8）　（インターリスク総研作成）
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〈ニューリスク〉水リスク

また、企業の水リスクが顕在化した例を表２に示す。
冒頭に述べたＣＤＰウォーターの質問書において、情報開示

を求められる項目は自社拠点の水使用量や排水量などのデー
タだけではない（表３）。自社の生産拠点やサプライヤーが水リ
スクの高い河川流域にいるのかを確認し、それを受けて自社の
事業リスクを評価し、対応戦略まで落とし込んでいるかが問わ
れている。

４	リスク評価のポイント
⑴流域・地域視点

流域をまたいで水を運ぶことは非常にコストがかかるため、直
接的な水の使用は基本的に一つの河川流域の中で完結すること
が多い。従って、温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出と異なり、水をどこ
で取水し、排水するかが非常に重要となる。例えば水が不足して
いる流域で、河川から大量に取水すれば下流の産業、住民生活

項目 概要

W0. 基本情報 ・ 自社事業における水の重要性に関する認識

W1.背景

・ データ把握の範囲（水源別の取水量、排出先 
ごとの排水量など）

・ サプライヤーの水使用量、リスクなどの情報管理
・ 水に関連する自社事業への悪影響の有無と 

その内容

W2.手順及び要件 ・ 水リスク評価の対象、規模、評価方法、考慮し
ている要素

W3.水リスク
・ 水リスクにさらされている河川流域にある施設

数、割合
・ 潜在的な事業リスク、対応戦略

W4.水に関連する
　　 機会 ・ 機会の把握と戦略

W5.施設レベルの
水データ

・ 総取水量、総排水量、総水使用量、リサイクル
水使用量

W6.ガバナンス
及び戦略

・ 責任者
・ 水に関するビジネス戦略と方針

W7.コンプライアンス ・ 規制に対する違反

W8.目標及び
イニシアティブ ・ 水に関する全社的な定量的／定性的な目標

W9.トレードオフ ・ 水とその他の環境問題との間のトレードオフ 
関係の把握

W10.署名 ・ 回答内容を承認したレベル（取締役会、CEO、
環境責任者など） 

【表３】ＣＤＰ2016ウォーター質問書12）の項目概要

（出典：参考資料12）を基にインターリスク総研作成）

に大きな影響を与える可能性がある。水リスク評価においては、
自社拠点またはサプライヤーの位置する河川流域ごとにリスクを
考える必要がある。

⑵事業リスク視点

物理的な環境影響（水資源の枯渇、水質汚濁など）に留まら
ず、図3で示したとおり、どのように自社の事業リスクに発展する
可能性があるかを検討する必要がある。

⑶ステークホルダー視点

水リスクが顕在化した場合に、自社事業への影響だけでなく、
近隣住民などのステークホルダーにどのような影響が生じるのか
も評価することが求められる。

企業 例 リスク分類

① 穀物商社
米国南西部の干ばつにより飼料用
穀物価格が上昇し、2014年第4四半
期の利益が12％減少

操業

② 飲料
メーカー

地下水への影響を懸念する地元農
家の反対により、81百万米ドルを 
投じるインドのボトリング工場開発
計画を凍結

操業
評判

③ 食品
メーカー

ブラジルにおける数十年間で最悪
の干ばつにより、コーヒー製品の 
価格を8%値上げ

操業

④ 乳製品
メーカー

ニュージーランドにおける70年間
で最悪の干ばつにより、2013年の 
減価償却前営業利益が3%減少

操業

⑤ 飲食業

米国南西部の干ばつを理由に、同
地域でのボトリング工場への批判
が高まっていることを背景に、ボトル
ウォーター生産・調達拠点の移転を
発表

操業
評判

⑥ 電力10）
ブラジルの干ばつの影響により、 
水力発電事業で223百万米ドルの
損失が発生

操業

⑦ 鉱山採掘11）

水が慢性的に不足しているチリ北
部の銅鉱山開発において、地域住
民や先住民の反発により中止に追
い込まれる事例が頻発。また政府が
新規鉱山事業者に水源確保を求め
る規制を設け、海水淡水化プラント
の設置などの計画の見直しが必要
となる事業者もある

操業
評判
規制

【表２】水リスクによる事業活動への影響例9）

（出典：参考資料9）、10）、11）を基にインターリスク総研作成）
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⑷バウンダリー

自社の生産工程よりも、バリューチェーンの上流（原材料の
生産や加工工程など）や下流（製品の使用工程など）の水使用
量や負荷が大きい場合もある。まずは自社拠点を評価すること
も重要だが、バリューチェーンの水リスクを評価することも望
まれる。

⑸リスク評価項目

河川流域の水ストレスだけでなく、流域の生態系および生息
地の現状、流域の飲料水や衛生設備の普及度合い、規制などの
様々な要素（表４）を考慮して、事業リスクを検討することが望ま
れる。

⑹時間軸

現在の状況だけでなく、気候変動、人口増加、産業発展、森林
の劣化などを踏まえた将来のリスクについても検討することが期
待されている。

 （出典：参考資料12）を基にインターリスク総研作成）

【表４】ＣＤＰ2016ウォーター質問書で問われる水リスク評価の要素12）

カテゴリー リスク評価手法

水枯渇 現在の
状況

現在の水需給のひっ迫度（水ストレス）、季節変動
などから評価

将来
シナリオ

気候変動シミュレーション、上流域の保全状況・
脆弱（ぜいじゃく）性に基づき、将来のリスク状況
を評価

水質
汚濁

生態系の
脆弱性

下流域の保護地域／高生物多様性地域、流域の
希少生物種の状況などから、水質汚濁への脆弱
性を評価

社会の
脆弱性 保健衛生状況、汚濁状況などから、脆弱性を評価

水災 国際機関のデータベース、ハザードマップなどを
基に評価

【表５】インターリスク総研「水リスク簡易評価サービス」の評価項目

▶︎地域レベルでの水利用可能性及び水質パラメータ
▶︎地域レベルでの現在の水規制の枠組み及び水の料金
▶︎地域レベルで現在問題となっている水資源に関するステーク 

ホルダーとの対立
▶︎貴社の主要な商品／原料への水による現在の影響
▶︎地域レベルでの生態系及び生息地の現状
▶︎流域の管理に関する現在の計画
▶︎全従業員に対する十分に機能する安全な水と衛生の設備の提供状況
▶︎水利用可能性の将来的な変化についての地域レベルでの予想
▶︎水規制について将来見込まれる変更についての地域レベルでの予想
▶︎将来起きる可能性のあるステークホルダーとの対立についての地域

レベルでの予想
▶︎貴社の主要な商品／原料への水による将来的な影響についての予想
▶︎生態系及び生息地の将来的な変化についての地域レベルでの予想
▶︎貴社の事業所における量的及び質的に十分な水の利用可能性に 

ついての地域レベルでのシナリオ分析
▶︎水規制及び水の料金の変化についての地域レベルでのシナリオ分析
▶︎貴社の主要な商品／原料への水による影響についてのシナリオ分析
▶︎生態系および生息地の状況の変化についての地域レベルでのシナリオ

分析

５	リスク評価のためのツール
近年、水ストレスなどの流域環境のリスク指標について、様々な

データベースが公開されている。例えば前述の“AQUEＤUＣT”
では河川流域ごとに水ストレス、洪水頻度、干ばつ頻度などにつ
いてリスクを数段階に区分し、情報提供している。他にも世界自
然保護基金（ＷＷＦ）とドイツ投資・開発協会（ＤEＧ）が開発する 

“Water Risk Filter”、持続可能な開発のための経済人会議 
（ＷＢＣＳＤ）の“Global Water Tool”などのツールがある。

これらのツールは河川流域ごとにリスク指標を当てはめるもの
だが、より詳細に河川流域内のリスク情報を知る方法として、イン
ターリスク総研の「水リスク簡易評価サービス」がある。本サービ
スでは、流域ごとに表５の水リスク区分について5段階評価を行
う。それに加えて、国連環境計画・世界自然モニタリングセンター

（UＮEＰ－ＷＣＭＣ）やロンドン大学キングスカレッジなどが開
発したシミュレーションツール“Water World”などを用いて、流
域内の雨水浸透量の分布などを分析し、図示化する。

例えば次頁図4は豪州南東部のアルバート川流域を分析した
例である。青い場所は雨水浸透量が多いことを意味し、水源とし
て重要であることがわかる。また次頁図5は気候変動シナリオに
基づいて、2040年に雨水浸透量の増減割合をシミュレートした結
果であるが、山間の水源部では浸透量が20%～10%減少（図中の
赤及び黄色の地域）することが見込まれる。その結果、河川流量が
約260万m3／年（全流量の約10%）減少することも推計できる。他
にも保護地域の設定の有無、人口・ＧＤＰの予測、森林減少傾向 
から、水源地にある生態系が開発圧にどの程度さらされているか
を評価することも可能である。

また次頁図6は流域の自然保護地域を示したものだが、下流は
ラムサール条約湿地および重要野鳥地域（ＩＢA）に指定されて
いる重要な生態系であり、水質汚濁や流量変化に注意すべきこ
とがわかる。
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水リスクの低減は、水使用量の削減などの生産拠点内ででき
る対策もあるが、拠点外の上流や下流域で地域社会と協同し
て取り組まなければならない場合もある。例えば、ある日系メー
カーは中米の工場において、水源がある自然保護地域において
雨水浸透溝を設置するなどの取り組みを行っている。

この水リスク簡易評価は、現在または将来の水リスクの程度を
示すだけでなく、上流または下流のどの地域で保全活動などの取
り組みをすべきかのヒントを提供する。

６	おわりに
近年、気候変動問題についても、温室効果ガス削減などの「緩

和」策だけでなく、気候変動が起きた場合に備える「適応」策の重
要性が強調されている。日本を含む各国が適応計画を公表する
一方、民間企業でも適応戦略の検討が始まっている。気候変動
の影響による将来の水リスクを評価し、対策を講じておくことも
適応戦略の一つである。

今後、水リスクについては、気候変動、人口増加、途上国の発展
などを背景により重要になるものと考えられ、企業も早い段階で
の取り組みが期待される。

以上

【図6】流域の保護地域の分布
（Integrated Biodiversity Assessment Tool （IBAT）を用いてインターリスク総
研作成）

【図5】2040年の年間雨水浸透量の変化量（%）
※気候変動シナリオ（RCP8.5 / CMIP5平均モデル）に基づく

（Water worldを用いてインターリスク総研作成）

【図4】年間雨水浸透量（mm／年）
（Water worldを用いてインターリスク総研作成）
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中国における交通事故の
動向と留意点

インターリスク上海
董事 総経理　  伊

い の う

納 正
ま さ ひ ろ

宏

1．はじめに
上海に赴任して3年目に入り、在中国の日系企業を取り巻く

リスクについてのコンサルティング業務に携わる中で、「中国
において留意すべきリスクは何か」と問われれば、迷わず「交
通事故リスク」と答えている。交差点で歩行者を押しのけるよ
うに右左折する乗用車、急加速で乗用車を追い抜いていく路
線バス、歩道を我が物顔で突っ走る電動バイクなど、毎日がヒ
ヤリハットの連続である。

交通事故は社員の生命・身体の安全を脅かすのみならず、
中国ビジネスの中核を担っている日本人駐在員や出張者が万
が一事故に巻き込まれた場合、自社の中国ビジネスの遂行に
も大きな支障が出ることは必至である。本稿では、中国の交通
事故を巡る動向を俯瞰（ふかん）するとともに、当地固有の問
題を踏まえつつ、企業がとるべき対策の留意点を解説する。

年間シリーズ 3 グローバル ～世界に広がるリスクソリューション～

２．中国の交通事故動向
まずは、中国における交通事故を取り巻く状況について、日

本との比較を交えながら整理する。

⑴乗用車および運転免許の保有状況

中国における2014年の乗用車保有台数は1億5,400万台、運
転免許保有者数は2億4,600万人となっている（いずれも二輪
車や特殊車両などは除く）。注目すべきなのはいずれの数字も
毎年著しい伸びをみせている点であり、乗用車保有台数は年
平均約1,500万台、自動車免許保有者は年平均約2,000万人
のペースでそれぞれ増加している。図2は2007年〜2014年の
乗用車保有台数の推移をグラフ化したものであるが、2009年
時点での保有台数は約7,620万台であり、わずか5年で倍増し
ている。

日本の自動車保有台数は約8,030万台、運転免許保有者数
は約8,200万人であるが（いずれも2014年度時点）、日本と中
国の人口比に鑑みれば、中国では乗用車保有台数・運転免許

【図2】中国における乗用車保有台数の推移（出典：中国公安部交通管理局）

【図1】通勤時間帯の横断歩道の様子　　　  ※インターリスク上海にて撮影
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保有者数ともに、当面は右肩上がりで増加の一途をたどって
いくものと思われる。

⑵交通事故死亡者数

図3は近年の交通事故死亡者数の推移である。2013年時点
での中国における交通事故死亡者数は58,539人であり、ここ
数年は減少傾向にあることがみてとれる。日本における交通
事故死亡者数は2014年時点で4,113人であり、実数ベースで
は日本の約14倍であるが、両国の人口比（約11倍）からみれば
この数字はさほど意外なものではない。

一方、交通死亡事故発生確率の観点で比較を行ったものが
表１である。統計上は、中国における死亡事故の発生確率（車
1万台あたり）は日本の約8倍ということになるが、日本で最も
交通事故死亡者数の多かった1970年（昭和45年）との比較で
みれば、現在の中国の状況は当時の日本ほど悪くはないとの
見方もできる。

他方、世界保健機構（ＷＨＯ）が昨年リリースした「Global 
status report on road safety 2015」」によれば、中国に
おける2013年の交通事故死亡者数は261,367人であったとレ
ポートしている。このWHO発表数字を当てはめた場合、中国
における2013年度の死亡事故の発生確率は単純計算で19.08
人／1万台となり、46年前における日本の最悪期の2倍近い確
率となる。どのデータを採用すべきかの議論はともかく、肌感
覚でいえばＷＨＯの情報に信ぴょう性を感じるというのが筆
者の実感である。

ちなみに、当局によれば交通事故の主な原因は多い順に、
①制限速度超過、②飲酒運転、③前方不注意、④逆走、⑤疲
労・居眠り、⑥運転中の携帯電話使用などとなっている。法律
で禁止されている飲酒運転が事故原因の上位に入っている
点には驚きを禁じ得ず、またドライバーが携帯電話で長時間
通話しながら運転する光景も、本来は違反行為であるが、当
地では日常的に目にする。

⑶中国における交通安全関連法規
 
中国における道路交通安全法規の体系は、おおむね表２の

ようになっている。

① 道路交通安全法
全8章、119条の条文で構成され、交通ルールの詳細や交通

事故の処理、罰則規定などを定めている。日本の道路交通法
に相当するものである。

＜道路交通安全法 構成＞※仮訳
第一章 総則
第二章 車両および運転者
第三章 道路通行条件
第四章 道路通行規定
第五章 交通事故の処理
第六章 監督
第七章 法律上の責任
第八章 付則

【図3】交通事故死亡者数の推移（出典：中国道路交通事故統計年報）

中国（2013年） 日本（2014年） 日本（1970年）

自動車保有台数（万台） 13,700 8,027 1,653

交通事故死亡者数（人） 58,539 4,113 16,765

1万台あたり死亡人数（人） 4.27 0.51 10.14

【表１】交通死亡事故発生確率（日中比較）

（出典：中国道路交通事故統計年報／日本内閣府交通安全白書）

名称 性質 主な内容

①道路交通安全法 行政責任 道路交通の秩序全般を定めた
法律

②刑法133条 刑事責任 危険運転罪について規定

③侵権責任法
48条、49条 民事責任 交通事故による損害賠償責任を

規定

④2012年12月
最高人民法院通達 民事責任

「交通事故損害賠償案件を審理
する際に適用される法律に関す
る若干問題の解釈について」で、
自動車の所有者または管理者
の責任を問うことができるケー
スを明示

【表２】中国における道路交通安全法規体系
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② 刑法１33条
危険運転に関する罪を定めたもので、2011年5月に競争運

転および飲酒運転の2項目に関する条文が新設され、2015年
11月には3項と4項が追加された。なお3項と4項については行
為者に加え、自動車の所有者もしくは管理者も刑事責任の対
象となりうることが明記されている。

（注：2015年11月に赤字箇所が追加された）

③ 侵権責任法48条、49条
交通事故による損害賠償責任を規定したものであり、加害

車両の所有者と使用者が同一でない場合、一義的には使用
者が責任を負うとされている。

④ 20１2年１2月最高人民法院通達
最高人民法院通達「交通事故損害賠償案件を審理する際

に適用される法律に関する若干問題の解釈について」におい
て、車両の所有者または管理者の過失認定要件が具体的に
規定されている。記載項目そのものはいずれも常識的な内容
といえる。

３．事故多発の背景事情
上述の通り中国における交通安全関連法規の内容は、日本

と比べても大きな差はないものの、日常的に危険を感じ、実際
にも事故が多発しているのはなぜであろうか。様々な理由が
考えられるが、以下では本質的な原因と考えられる2点に絞っ
て言及したい。

⑴啓発・取締りの実効性

冒頭で「交差点で歩行者を押しのけるように右左折する乗
用車」の存在に言及したが（次頁図4）、道路交通安全法の第
47条では「自動車は横断歩道を通過する際は減速しなければ
ならず、歩行者の横断中には一時停止の上、歩行者を横断さ
せなければならない」と規定している。つまり法律と現実とが
合致していないのである。この点は「上に政策あれば下に対策
あり」、「全ては早いもの勝ち」などと言われる国民性の問題が

＜刑法１33条＞※仮訳
自動車の運行に際して、以下いずれかに該当した場合に
懲役や罰金を科す。

（1）道路で競争運転を行い、情状が悪質であるとき
（2）道路で酒酔い運転をする者
（3）学校等の送迎バス業務あるいは旅客運送業務に従事

し、大幅な定員超過あるいは著しいスピード違反をし
た場合

（4）危険化学品安全管理規定に違反して危険化学品を
運送し、公共の安全を脅かした場合

前述第三項または第四項の行為について、自動車の所有
者もしくは管理者に直接の責任がある場合、自動車の所
有者もしくは管理者に懲役や罰金を科す。
第三、第四項に挙げた行為のほか、その他の犯罪を構成
する場合は、処罰がより重いものを適用する。

＜侵権責任法48条、49条＞※仮訳
第48条  
交通事故の発生により損害が生じた場合、道路交通安全
法の関連規定に基づいて賠償責任を負う。

第49条  
貸借、借用等の理由で自動車の所有者と使用者が同一で
なく、発生した交通事故の責任が当該自動車側に属する
場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲
内において賠償を行う。不足部分については自動車の使
用者が賠償責任を負う。損害の発生について自動車の所
有者に過失がある場合、相応の賠償責任を負う。

＜20１2年１2月最高人民法院通達＞※仮訳
交通事故により損害が発生し、自動車所有者あるいは管
理者に以下の事実がある場合、人民法院はその所有者も
しくは管理者に過失があると認定し、所有者もしくは管
理者は侵権責任法に基づき相応の賠償責任を負う。

①自動車に欠陥があること認識していた、または認識す
べきであったにも関わらず自動車を運行させ、当該欠
陥により交通事故が発生した場合

②運転者が無免許あるいは相当の運転資格を有してい
ないことを認識していた、または認識すべきであったに
も関わらず運転させ、交通事故が発生した場合

③運転者が酒に酔っていたり、国が規制する精神類薬
品あるいは麻酔薬品を服用していたり、あるいは自動
車の安全運転に影響をおよぼす可能性のある病気を
罹患していることを認識していた、または認識すべきで
あったにも関わらず自動車を運行させ、交通事故が発
生した場合

④自動車所有者もしくは管理者に過失があると認定すべ
きその他の場合
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あるともいわれているが、法律が守られていないとすれば、本
質的には啓発や取り締まりの実効性の問題が横たわっている
と考えられる。

もちろん当地の公安当局も朝の通勤ラッシュ時には交差点
内で交通整理をするなど事故防止に努めているが、絶対的な
マンパワーは不足しているようである。後述するモータリゼー
ションの問題にもかんがみれば、当局による取締りだけでは限
界があり、交通安全に関する国を挙げての啓発活動の強化に
もっと力を入れるべきではないかと考える。

⑵モータリゼーションの急激な進展

中国といえば、かつては通勤ラッシュ時に自転車の大群が
一斉に道路を走る光景が有名であったが、最近では少なくと
も都市部ではこうした光景は皆無である。代わりに急速に普
及したのが「電動スクーター」である（図5）。毎年の国内生産
台数は約3,500万台で、2014年時点での保有台数は2億台を
超えている。法律上は「非自動車」であり、日本でいえば「軽
車両」、つまり自転車と同じ扱いであるが、見た目は日本の
原動機付バイクと変わらない。本来は時速15km以下での走
行が義務付けらているが、改造を施すなどで実際には40〜
50kmで走行するケースが多くみられる。自転車感覚なので
ヘルメットを着用する人はおらず、車道・歩道かまわず縦横
無尽に走り、しかも走行音がしないため接近に気が付きにく
い。工場などでは多くの社員が電動スクーターで通勤してい
るが、最近は出退勤途上での事故の多発に頭を悩ませてい
る日系企業も少なくない。

モータリゼーションのもたらすもう一つの側面として、毎
年大量に生まれる「初心者ドライバー」の問題がある。当局
の資料によれば、2014年度の免許取得1年未満ドライバーの
割合は全体の約1割を占める一方、事故の15%はこうした初
心者ドライバーが起こしたとされている。当地では日本と同
様に「初心者マーク」の制度はあるが、マークを見かけること
はない上、少しでも運転にまごつくと周りからクラクションや

パッシングを容赦なく浴びせられるため、ドライバーにとって
禁物な「あせり」や「イライラ」が助長されやすい。初心者ドラ
イバーにとってはなおさらであろう。

事故減少のためには、上記のようなモータリゼーションに
起因する構造的な問題に対する政策的な対処も求められる。

４．企業の対策　
〜当地固有の留意点を中心に〜

企業としての自動車安全管理対策については、日本であれ
中国であれ大きく変わるところはない。当地に進出する多くの
日系企業では、交通安全方針の周知、社有車管理規程やマイ
カー通勤管理規程の運用、交通安全教育の展開などに取り
組んでおり、日本本社の取り組みを参考にしつつ中国にあっ
た形でアレンジを施すなどの工夫をしている。以下では、日本
方式の水平展開のみではカバーしきれない当地固有の留意
点を中心にいくつか触れておきたい。

⑴リースカーを利用する際の留意点

当地日系企業では、管理の手間が省けることから、社有車を
自社で購入せずリース会社で手配するケースも多い。リース
会社も日系、中国系など様々な会社があり、規模も千差万別
であるが、利用中に各種のトラブルに見舞われることが少なく
ない。また、前述した侵権責任法では、加害車両の所有者と使
用者が同一でない場合の一義的な責任は使用者が負うとさ
れているが、この点をあまり意識せずコスト優先でリース会社
を選んでいるケースもみられる。

リース車両利用時の主なチェックポイントを次頁表３にまと
めたが、評判が良く信頼のおけるリース会社を選択するととも
に、全てをリース会社任せにするのではなく、事前に契約書を
しっかりとチェックし、不明点は確実に解消しておくことが大
切となる。

【図5】急増する電動スクーター　　　　　　  ※インターリスク上海にて撮影【図4】直進信号が赤でも右折は可能　　　　※インターリスク上海にて撮影
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グローバル  　 〜世界に広がるリスクソリューション〜

中国における交通事故の動向と留意点

⑵事故発生時の対応に関する基礎知識の習得

事故発生時の対応については、日本と中国で異なる点が多
くある。日系企業の場合、駐在員が自らハンドルを握るケース
はあまり多くなく、言葉の問題もあるため、事故対応について
は基本的にドライバーに委ねざるを得ない。しかしながら完全
にドライバー任せにしてしまうと、自身に責任が及んだり、不
利な結果がもたらされかねない。少なくとも、下記のような基
礎知識は駐在員といえども身に着けておきたい。

① 負傷者の救護義務を果たす
中国では過失割合の認定は警察官が行うため、事故現場

については原則として事故時のそのままの状態で保全する必
要があるが、負傷者の救護のために車両を移動させることは
可能である（その場合、現場の写真を撮る、事故地点に印をつ
けるなどの措置が必要）。また負傷者の救護義務はドライバー
のみならず、同乗者にもあるため、自分とは無関係な態度をと
らないよう注意が必要である。ちなみに警察への連絡は日本
と同じ110番であるが、救急車の手配は120番で、利用には50元

（800円）程度の費用がかかる。

② 相手方の確認を徹底する
車両同士の事故の場合、事故の混乱にまぎれて、気が付い

たら相手方が車ごとその場からいなくなったというケースも珍
しくない。このため、まずは車両番号、運転免許証、会社や自
宅の住所・連絡先、相手方保険会社などの確認を現場でしっ
かり行うとともに、携帯番号を聴取した場合は必ずその場で
相手につながるかどうかを確認することが必須である。

③ 示談をドライバー任せにしない
軽微な事故の場合、中国では警察官が事故現場で過失割

合を判断し、その場で「道路交通事故認定書」を交付すること

が多い。こうしたケースでは警察の役割は基本的にはここまで
であり、その後の示談は当事者同士の話し合いとなるが、実際
にはその場でいくばくかの現金を当事者同士でやりとりして済
ませてしまうことも往々にしてありがちである。日本人が業務
で社有車を利用中に事故に遭ったケースでも、自分が知らな
いうちにドライバーが勝手に相手方と示談をしてしまったため
に、後日ムチ打ち症状が出たにもかかわらず自費での治療を
余儀なくされたなどの事例もある。日本でもそうだが、一旦示
談をしてしまうと後で取り返しがつかなくなるため、軽微な事
故であっても示談をドライバー任せにせず、自社の担当部署を
通して示談交渉を行うようにすることをお勧めしたい。

5．おわりに
本稿では、中国における交通事故リスクの現状と留意して

おきたい対策について述べてきた。かつてに比べ経済成長の
伸びが鈍化しつつある中国ではあるが、前述の通り、人口比か
らすれば自動車の保有台数はさらに伸びる余地はあり、2035
年には保有台数が4億5,000万台に達するとの予測もある。い
ずれにせよモータリゼーションの進展は当面続くことが見込
まれ、その分交通事故リスクもさらに増大していくものと思わ
れる。かつて日本も「交通戦争」と呼ばれる時代を経験しこれ
を克服してきた歴史があるが、近い将来中国でも改善が図ら
れることを期待したい。

一方で、中国での駐在が長くなるとヒヤリハット体験が日常
化してしまい、いつのまにかリスク感性がマヒしてしまいがち
となるが、実はこれが一番危ないことである。自分の身は自分
で守る「セルフディフェンス」の実践を普段から心がけていくこ
とが何よりも大切といえよう。

 
以上

□登録名義がきちんとリース会社になっているか？
　⇒　個人名義の車をリース会社が転貸するなどのケースあり。責任の所在があいまいになりやすい。
□各種手続きや整備・車検などの管理はリース会社が責任をもってやってくれるか？
　⇒　リース会社から何の連絡もないまま、気が付いたら車検切れだった等のトラブルに注意。
□メンテナンスのコスト（費用請求の頻度、金額）は妥当か？
　⇒　リース会社からの請求頻度が多い場合、不当請求の可能性あり。
□任意保険は手配されているか？付保内容や保険金額は妥当か？
　⇒　保険の対人賠償限度額は50万元（800万円）〜100万元（1,600万円）が一般的であるが、都市部では不

足するおそれあり。
□派遣される運転手の資質に問題ないか？
　⇒　リース車両を使って会社に無断で週末に白タクアルバイトをするドライバーも存在する。ドライバー込

みの専属リース契約の場合は、ドライバーの安全運転義務や休息義務などの観点で、契約書の文言を
しっかり確認するとともに、走行記録をこまめにチェックすることが必要。

【表３】リース車両利用時の主なチェックポイント



RMFOCUS Vol.59　26

感染症対策

株式会社インターリスク総研
総合企画部
市場創生チーム
特別研究員　　 本

ほ ん だ

田 茂
し げ き

樹

企業における感染症危機管理
〜エボラ出血熱から新型インフルエンザまで〜

１	はじめに
かつて「国民病」ともいわれた結核は、わが国の疾病別死亡率

の第1位を占めるなど、国民の生命と健康を脅かす感染症として
恐れられていたが、医学の進歩や国をあげての取り組みもあり、
結核をめぐる状況は飛躍的に改善された。

このような状況のもとで、結核は感染症としてはもはや恐れる
病気ではなくなった、あるいは結核は克服されたと考える人も少
なくない。しかし、結核は、今でも年間約2万人の新たな患者がわ
が国で発生し、またその罹患（りかん）率も欧米諸国と比較して
高く、依然としてわが国の主要な感染症の一つである。

また、これまであまり知られていなかった新たな感染症の流
行もある。例えば、1969年のラッサ熱、1976年のエボラ出血熱、
1981年のAIDS（後天性免疫不全症候群）、そして2002年から
2003年のSARS（重症急性呼吸器症候群）や2009年から2010年
に流行した新型インフルエンザA（H1N1）など、新たなウイルス
による感染症の出現である。

国家間の移動が高速・大量となったこともあり、ひとたびあ
る地域で新たな感染症が発生すると、瞬く間に世界的な大流行

（パンデミック）となる恐れも出てきている。
本稿では、最近、各国で流行した感染症の現況と法改正も含

めたわが国の対応を踏まえ、企業はそれらの感染症に備えて危
機管理の観点から何を行うべきかを考える。

２	感染症法の改正動向
2013年3月31日に中国政府が、鳥インフルエンザ（H7N9）の患

者発生を発表して以降、香港、台湾などでも多くの発症事例が続
いたことから、2014年6月の厚生科学審議会感染症部会におい
て、「感染症対策の見直しについて」（提言）がまとめられた。

また、鳥インフルエンザ（H7N9）に加えて、2012年9月以降、
新種のコロナウイルスによる感染症である「中東呼吸器症候群
(MERS)」の感染例がサウジアラビアやアラブ首長国連邦など
中東地域で広く発生しており、2014年にはデング熱の国内感染
事例、国外でのエボラ出血熱の流行などが見られた。

このような近年の感染症の発生状況および前述の「感染症対
策の見直しについて」（提言）などを踏まえて、「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律
案」が2014年11月14日に成立、同年11月21日に公布された（表１）。

【背景】
鳥インフルエンザ（H7N9）について、政令での暫定的な指定感
染症への指定を早期に法律で措置するとともに、デング熱など
昨今の感染症の発生状況等を踏まえ、感染症に対応する体制
を一層強化することが必要

【概要】
１．新たな感染症の二類感染症への追加
●政令により暫定的に二類感染症として扱われていた鳥インフ

ルエンザ（H7N9）及び中東呼吸器症候群（MERS）について、
二類感染症に位置付ける

２．感染症に関する情報の収集体制の強化
●知事（緊急時は厚労大臣）は、全ての感染症の患者等に対し

検体の採取等に応じること、また、医療機関等に対し保有す
る検体を提出すること等を要請できる旨の規定を整備

３．その他
●三種病原体等として管理規則（所持の届け出等）が行われる

結核菌の範囲を限定
●保健所により結核患者に対する直接服薬確認指導につい

て、医療機関等と連携して実施するための規定を整備

【施行期日】
1は、平成27年1月21日、2は、平成28年4月1日、その他の規
定は平成27年5月21日等

【表１】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改
正する法律（平成26年11月21日法律第115号）

（出典：「平成27年版厚生労働白書」を基にインターリスク総研作成）
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３	海外および日本における感染症の現況
⑴エボラ出血熱

2014年3月にギニアがWHO（世界保健機関）にエボラ出血熱
の大量発生を報告して以降、西アフリカ3か国（ギニア、シエラレ
オネ、リベリア）において感染拡大は止まらず、2014年8月8日に
はWHOが、「国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態」を宣
言した。

この緊急事態宣言は、2016年3月29日に解除されているが、
WHOが2016年6月10日に発表したところでは、これまで28,616
人が感染し（確定診断患者、感染の可能性が高い患者および疑
いのある患者）、このうち11,310人が死亡するという状況にある。

日本でも2015年には、アフリカ滞在歴があり帰国後、エボラ出
血熱への感染があり得るとされた患者例が複数確認されたが、
すべて陰性となっている。

⑵中東呼吸器症候群（Middle East Respiratory 
Syndrome：MERS）

2012年9月以降、中東地域の国々を中心に中東呼吸器症候群
（MERS）の患者が報告されており、2016年7月25日現在、1,791
人の患者（うち、少なくとも640人が死亡）が確認されている。ま
た、人への感染源としてヒトコブラクダが有力視されており、高
齢者や糖尿病などの基礎疾患のある人が重症化しやすいことも
確認されている。

国は、国内でMERS患者が発生した際に入院勧告などの措
置がとれるよう関係法令の整備を行ったほか、中東地域への
渡航者や帰国者に対し必要に応じて健康監視などを実施して
いる。

⑶ジカウイルス感染症（ジカ熱）、デング熱

ジカウイルス感染症（以下、「ジカ熱」）、デング熱は、ともに蚊
が媒介する感染症（以下、「蚊媒介感染症」）であり、感染しても
すべての人に症状が出るものではなく、発熱や関節の痛み、発疹
がでるなどの症状が1週間ほど続く。

ただ、ジカ熱では母体から胎児への感染を起こすことがあり、
小頭症などの先天性障害を起こす可能性もある。またデング熱
では、まれに患者の一部に出血症状を発症することがあり、その
場合は適切な治療がなされないと致死性の病気となる。

蚊媒介感染症については、その病原体を媒介する蚊（ヒトスジ
シマカ）が日本国内に広く生息しており、流行地の海外で蚊媒介
感染症にかかった者が帰国又は入国する例を起点として国内で
蚊が媒介し感染が拡大することが懸念されるため、国は2015年4

月に「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」を告示した。
今後は、この指針に基づき、蚊媒介感染症に関する対策を総合
的に推進することとしている。

⑷鳥インフルエンザ

鳥インフルエンザは、基本的には鳥類がかかる病気であるが、
極めてまれに、感染した鳥に触れるなど濃厚接触をした場合、人
間にも感染することがある。

鳥インフルエンザ（H7N9）は、2013年3月以降、中国を中心に
多くの患者が発生しており、WHOによると2015年3月現在、631
人の感染者（うち死亡者235人）が確認されている。

また、鳥インフルエンザ（H5N1）は2003年以降、東アジアを中
心に人への感染が続いており、WHOが2016年7月に発表したと
ころでは、854人が感染し、うち450人が死亡している。

この鳥インフルエンザ（H7N9およびH5N1）は、ともに感染症
法上の二類感染症に位置付けられており、国内で感染者が発生
した場合には、入院勧告などの適切な措置が講じられることとさ
れている。

⑸新型インフルエンザ

前述の鳥インフルエンザ（H5N1）は高い病原性をもっているこ
とから、このウイルスがたやすく人から人に感染する能力を獲得
することにより病原性の高い新型インフルエンザが発生しパン
デミックになることが懸念されている。

このような状況のもとで、新型インフルエンザ対策については
2009年に発生した新型インフルエンザA（H1N1）の経験なども
踏まえて、その対策の実行性を高めるために、「新型インフルエン
ザ等対策特別措置法」（以下「特措法」）が2012年5月11日に公布
され、2013年4月13日に施行された。特措法は、新型インフルエン
ザ等発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の
生活や経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的と
しており、新型インフルエンザ等の発生時における措置の法的
根拠を図ったものである。

また新型インフルエンザ等対策の円滑な推進のため、特措法
に基づき、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」（以下「行
動計画」）、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」（以下「ガ
イドライン」）が策定されている（次頁図1）。
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４	今、企業に求められること
企業が、感染症の流行という不測の事態に見舞われた場合

に、平常時と同じように判断し、事業の継続に向けて的確に行動
することは容易ではない。そこで緊急時に備えて平常時から準備
しておくこと、そして緊急時に行うべき行動をあらかじめ整理し、
定めた事業継続計画（BCP : Business Continuity Plan）（以
下、「BCP」）を策定し、運用することが有効である。

企業が、感染症の流行時にBCPを発動させ、事業の復旧、そし
て継続を的確に実行するためには、事業継続に必須の要素であ
る社員をどこまで守れるかの観点から、感染対策を進めることも
強く求められる。

2009年に新型インフルエンザA（H1N1）の流行があり、自社の
感染対策やBCPを構築したという企業は多いが、特措法の施
行、そして感染症法の改正などの状況変化がみられるのでこれ
を機会に見直すことが望ましい。ここでは、感染対策と事業継続
の観点から留意しておくべきことを述べる。

⑴感染対策を考える

①公衆衛生の基本を徹底する
感染症は、それぞれの特性を踏まえた感染対策が重要であ

る。例えば、デング熱やジカ熱など蚊媒介感染症であれば、蚊に
刺されないようにする、また動物からうつる感染症であれば、トリ

（鳥インフルエンザ）、犬（狂犬病）、ラクダ（中東呼吸器症候群）
など当該動物に近づかないということになる。

しかしそれら個別の感染対策に加えて、企業は公衆衛生の観
点から、表２のようなすべての感染症に有効となる基本的な感
染対策を社員に求めることも必要である。特に、これらの感染対

策は理解しているだけではなく、社員に繰り返し啓発を行うこと
で確実に実践できるようにしておくことがポイントになる。

②職場における感染対策の実行
職場における感染対策の例としては、（次頁表３）が考えられ

る。これらの感染対策は、どれ一つをとってみても、感染リスクを
低減する効果はあるが、それが必ずしもすべての企業に適用でき
るとは限らない。例えば、大都市圏にある企業が自家用車による
通勤を推進することは、現実的には難しいケースが多く、在宅勤
務等の他の対策を中心としたものとなる。

また、実際に新型インフルエンザ等が流行した場合には、多く
の従業員が欠勤することが考えられるため、その制約を踏まえて
感染対策を進めることが必要となる。

⑵事業の継続を考える

①事業継続方針の検討
地震を対象としたBCPと新型インフルエンザ等の感染症を対

象としたBCPの場合では、その事業継続方針の検討において異
なる点がある。

地震の場合であれば、重要業務の選定を行いそれらの中断を
防止すること、そしてできる限り早期の復旧を図ることが事業継
続の方針となる。しかし、新型インフルエンザ等の感染症の場合
は、事業を継続することで対人接触の機会が増えることから、従
業員、訪問者、利用客などが感染するリスクと、経営維持・存続
のために収入を確保する必要性などを勘案して重要業務を選定
し、事業継続の水準を決めることになる。

さらに、業種・業態によっては、以下のように社会機能の維持
に必要な事業の継続を要請される事業者がある一方で、感染拡
大防止のために事業活動の自粛を要請される事業者がある。

●38度以上の発熱、咳、全身倦怠（けんたい）感等の症状があ
れば出社しない

●マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の基本的な感
染対策を行う

●外出する場合は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるな
ど、人混みに近づかない

●症状のある人（咳やくしゃみなど）には極力近づかない、また
接触した場合、手洗いなどを行う

●手で顔を触らない（接触感染を避けるため）
●季節性インフルエンザについては、その副反応1）のリスクも

理解した上で予防接種を行う　など

【図1】特措法、行動計画、ガイドラインの流れ
（内閣府官房新型インフルエンザ等対策室の資料を基にインターリスク総研作成）

【表２】企業が社員に求めるべき公衆衛生の基本（例）

（「ガイドライン」を基にインターリスク総研作成）

新型インフルエンザ等対策有識者会議中間とりまとめ

新型インフルエンザ等
対策特別措置法

新型インフルエンザ等
対策政府行動計画

新型インフルエンザ等
対策ガイドライン

行動計画
2005年12月策定

ガイドライン
2009年2月策定

新型インフルエンザ(A/H1N1)発生（2009年4月）

新型インフルエンザ(A/H1N1)から通常の季節性インフルエンザ対策に移行（2011年3月31日）

2011年9月改定
特措法公布
2012年5月11日

特措法施行
2013年4月13日

行動計画改定
2013年6月7日

ガイドライン改定
2013年6月26日

感
染

症
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ａ）指定（地方）公共機関・登録事業者
指定（地方）公共機関２）および登録事業者３）は、ともに特措

法が想定する公益性・公共性を有しており、国民生活と国民経
済の安定を確保するため、新型インフルエンザ等が発生したと
きも感染対策の実施や適切な事業継続が求められている。

ｂ）施設の使用制限の対象となる事業者
国内発生早期においては、感染対策や業務の縮小・休止な

どの対策を積極的に講じることで、大流行を防いだり遅らせ
たりすることが有効であると考えられている。特に、多くの人
が利用する施設、例えば、学校、社会福祉施設、興行場などに
ついては使用制限の要請が行われることとなっている。

ｃ）一般の事業者
一般の事業者の場合、事業継続をどの程度行うかの決定

は、従業員や訪問者、利用客などの感染対策の実施を前提と
して、事業者自らの経営判断として行われることになる。

一般の事業者であっても、前述の指定（地方）公共機関・登
録事業者と取引関係にある事業者については、当該事業者と
の協議等により、自社事業の継続の必要性について判断して
いくことが望ましい。

②要員の確保
新型インフルエンザ等の感染症が流行したときの被害の対象

は、主として人への健康被害である。
この社員への健康被害を減らすために前述の感染対策を講じ

るが、国は国民の罹患率を25％としており、多くの従業員が欠勤
することが想定されている。社員本人の発症はピーク時に多く見
積もっても約5％とされているが、次のような理由で多数の従業
員が長期間欠勤すること、具体的には、40％程度の従業員が2週
間程度欠勤するケースを想定して、検討を進めておくことが望ま
しい。

●国内発生早期以降、学校、保育施設等の臨時休業や、一部の
福祉サービスの縮小などにより、共働きの世帯等は出勤等が
困難となる場合がある

●感染の疑いがある者について、保健所から外出自粛を要請さ
れる可能性がある

●国内発生早期には、同じ職場内で感染者が発見された場合、
濃厚接触者が自宅待機するケースが想定される　　　  など

③サプライチェーンの確保
新型インフルエンザ等の流行が続くと罹患者が増え、自社の

目的 区分 対策例

従
業
員
の
感
染
リ
ス
ク
の
低
減

全般
・在宅勤務
・対人距離保持のためのパーティション設置
・空調管理（加湿器等の使用）など

業務の絞り込み ・不要・不急業務の縮小、一時停止
・感染リスクが高い業務の縮小、一時停止　など

通勤 ・時差出勤
・自家用車、自転車、徒歩等による通勤の推進　など

外出 ・出張や会議の延期、中止
・電話会議、テレビ会議等の活用　など

清掃・消毒 ・ドアノブ、スイッチなどの定期的消毒
・アルコール性手指消毒薬の配備　など

健康管理
・人ごみ等への外出自粛
・十分な休養
・バランスのよい食事　など

職
場
内
で
の
感
染
防
止

患者（発熱者）の
入場防止のための検温

・発熱している従業員や訪問者は、出勤や入場を断る
（発熱による来所制限は、通常であれば38度以上が目安と考えられるが、
企業の判断でそれ以下としてもよい）

一般的な
対人距離を保つ

・職場や訪問スペースの入口や立ち入れる場所、訪問人数を制限する
・食堂等の時差利用により接触距離を保つ
・職場内に同時にいる従業員を減らす（フレックスタイム制など）

手洗い ・職場や訪問スペースに出入りする人は必ず手洗いを行う
（手洗いの場所を設置する、あるいはアルコール性手指消毒薬を配備する）

（「ガイドライン」を基にインターリスク総研作成）

【表３】「感染対策の例」
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感染症対策

参考文献・資料等

1）「平成27年版厚生労働白書」
2）「新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議 報告書」（2010年6月

10日）
3）「新型インフルエンザ対策行動計画」（平成23年9月20日）
4）「新型インフルエンザ対策ガイドライン」（平成21年2月17日）
5）「新型インフルエンザ等対策特別措置法」（平成24年5月11日公布）
6）WHOホームページ＜http://www.who.int/en/＞
7）国立国語研究所：「『病院の言葉』を分かりやすくする提案」

<http://pj.ninjal.ac.jp/byoin/＞

注）
　　　　　　
１）病気を治すために使った薬による、望んでいない作用を副作用といい、ワクチン
の予防接種によって起こる、望んでいない反応を副反応という。

２）独立行政法人等の公共的機関および医療、医薬品または医療機器の製造また
は販売、電気またはガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、
政令で定めるもの

３）医療提供業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で
あって、厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けている
もの

人的被害とともに取り引き先の人的被害も拡大し、自社の事業
継続にも影響があることが考えられる。
例えば、自社に部品を供給している事業者の部品生産量が減

り、自社の商品の製造が停滞する、また自社において商品は出来
上がっていても、物流事業者の運送体制に支障があれば出荷が
できないという事態が発生する。
自社の事業継続に必要なサプライチェーン全体を機能させる
ために、次の点を押さえておくことが重要である。

●事業継続は、自社のBCPだけでは成り立たないことを認識し、
取り引きを行っている事業者間で、事前対策の促進をお互い
協力して進めるとともに、新型インフルエンザ等発生時の相互
支援について決めておく
●調達が難しくなる可能性がある原材料等については、当該原
材料を供給している事業者の情報を整理するとともに、それを
代替できる事業者について検討を始める
●適切な代替先の確保が困難であれば、原材料在庫を増やすこ
とを検討する
●新型インフルエンザ等の流行時に、感染対策を実施していて
も、自社の罹患者が想定以上に増えた結果、事業を縮小、ある
いは一部事業を中止せざるを得ないことがある。そのような場
合に備えて、取り引き先との契約を確認し、必要に応じて相手
関係者と協議・見直しを行う
●国内と海外では流行の時期が異なる可能性があるため、海
外拠点の操業制約や輸出入の制約があることを前提とする

など

５	おわりに
特措法、行動計画、そしてガイドラインは、新型インフルエンザ
等の感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命および健康を保
護するとともに、国民生活および国民経済に及ぼす影響が最小
になることを目指して作られたものである。
しかしその一方で、企業として今後起こりえる新型インフルエ
ンザ等、そして新たな感染症の流行に備えて、行うべき重要なポ
イントはこれまでと大きく変わらない。

①最悪のシナリオも想定する
今後、致死率が高い鳥由来型の新型インフルエンザが発生す
る可能性がなくなったわけではない。致死率の高い感染症が流
行する可能性も踏まえた最悪のシナリオにもとづいて計画を見
直し、その上で、実際の流行においてはその状況に応じて柔軟
に、そして適切に運用することが必要である。

②平常時の準備を怠らない
実際に、パンデミックが懸念される感染症が日本に入ってき
た場合には、その後にできることは限られている。
厚生労働省や国立感染症研究所など信頼できる情報源か

ら、適時に情報が取れる仕組みを構築するとともに、社内で共
有できる体制を整えることや、感染防止に必要な備蓄品（マス
ク、消毒剤等）の在庫確認などを平常時に実施しておくことが
望ましい。

③リスクコミュニケーションを十分に行う
2009年の流行で、企業や社員の新型インフルエンザに対する
認知度はあがったものの、約7年が経過した現在、正しい情報や
危機感が維持されているかどうかは疑問である。むしろ、「再び
新型インフルエンザが流行しても被害は大きくない」という油断
が起こっているのではないだろうか。
企業は社員に対して、これら国の新型インフルエンザ等対策の
内容を含め、様々な情報提供を行うとともに、自社の感染対策や
BCPについて、あらためて理解を求めることが必要である。

以上

感
染
症
対
策
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防災・BCM教育

防災・BCM活動に関する
従業員教育の推進について

株式会社インターリスク総研
事業リスクマネジメント部
事業継続マネジメントグループ
グループ長　　　　山

や ま ぐ ち

口 修
おさむ

１	はじめに
防災・ＢＣＭ活動を企業に根付かせるためには、全従業員がこ

れら活動について理解し、活動に協力してもらうことが不可欠で
ある。そのために、全従業員に対して、定期的にこれら活動に関
する教育を推進することが必要となる。

一方、全従業員向けに定期的に防災・ＢＣＭ活動に関する教
育を実施できている企業はまだまだ少ないのが現状である。イン
ターリスク総研が2016年4月にリリースした「第7回 事業継続マ
ネジメント（ＢＣＭ）に関する日本企業の実態調査」1）によると、上
場企業における「全従業員を対象に定期的に社内研修を実施し
ている割合」は10%に満たない。

そこで、本稿では、インターリスク総研が開発した防災・ＢＣＭ
活動に関する従業員教育の推進モデルについて紹介する。

なお、本稿では、教育対象となる「従業員」を、対策本部メンバー
等の「防災・ＢＣＭ活動要員」以外のその他大勢の者と定義する。

　２	従業員教育推進モデルの全体像
従業員教育を推進できている企業が少ない原因は、「活動要員

向けのルール構築で手一杯で「後回し」になっている」などいろい
ろあるが、インターリスク総研では、そもそも、教育の前提となる
教育方針、すなわち「従業員に伝えるべき事項やその伝え方」が
体系立てて整理できていない点が主原因であると分析している。

このような分析を踏まえ開発したインターリスク総研の従業
員教育推進モデルの全体像は表１のとおりである。

本モデルは、前記分析のとおり、具体的な教育（STEP3）に入
る前に、活動要員向けに作られた各種活動ルールから、従業員
に伝えるべき事項を抜き出して、体系立てて整理をする「棚卸し」

（STEP1）を実施し、また、「棚卸し」した事項を、従業員に伝わ

るよう「見える化」（STEP2）する点が特徴である。
以下、STEPごとに詳細についてみていく。

３	従業員教育推進モデルの概要
⑴STEP1：教育事項の棚卸し

　
従業員教育を推進するにあたっては、そもそも、教育項目、す

なわち企業として「従業員に伝えるべき事項」を明確にすること
が大前提となる。そのためには、活動要員向けに定めた様々な
ルール等から、「従業員に伝えるべき事項」を抽出し、体系立て
て整理する作業が必要となる。本稿ではこのような作業を「棚卸
し」と表現する。

この「棚卸し」の具体的な推進フローは次頁図１の①～③のと
おりである。

①従業員に伝えるべき事項を体系立てて整理
STEP1「教育事項の棚卸し」の推進は、「従業員に伝えるべき

事項」を体系立てて整理する事からスタートする。
この体系には、従業員教育を推進する趣旨が、「防災・ＢＣＭ活

【表１】従業員教育推進の3STEP：インターリスク総研モデル全体像

（インターリスク総研作成）

STEP 実施事項 概要

STEP1 教育事項の
棚卸し

活動要員向けに作られた各種活動ルール等か
ら、従業員に伝えるべき事項を抜き出し、体系立
てて整理

STEP2 教育事項の
見える化

上記事項の「見せ方」の大方針を固めたうえで、
イントラネット（企業内ネットワーク、以下「イント
ラ」）整備・冊子作成等の方法で「見える化」

STEP3 教育の実施
上記「見える化」の結果を前提に教材を作成し、
集合研修・e-ラーニング等の方法で具体的な教
育を実施
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動について協力してもらう」点にあることからすれば、活動要員
向けに整理した項目が「漏れなく」含まれていることが必要とな
る。一方で、活動要員にとってはあたりまえかもしれない「防災・
ＢＣＭ活動の必要性」や、「家庭における留意点」等、活動要員向

けに整理した項目には含まれない項目を追加することも必要と
なる。以下、これらを踏まえた体系例を表２で提示するので参考
にしていただきたい。

【図１】「STEP1：教育事項の棚卸し」推進フロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （インターリスク総研作成）

防災・BCM教育

活動 従業員に伝えるべき項目

防災
活動

防災活動の必要性を
認識しましょう

・人命安全確保が目的であること
・発生確率が低くないこと
・発生した場合の被害が甚大であること

防災活動の中身を
理解しましょう

・平常時の活動

・体制
・グループ会社内のレベル合わせ
・日常のメンテナンス

・被害の発生防止軽減活動

・建物耐震
・設備耐震
・什器備品類の転倒防止
・緊急地震速報
・津波避難場所設定

・緊急時活動の準備
・ハード対策

・防災無線機
・衛星携帯電話
・非常用電源
・安否確認システム
・備蓄品の配備

・ソフト対策 ・避難ルール
・点呼ルール

・緊急時の活動 ・緊急時の体制
・行動基準

家庭での防災活動も
推進しましょう

・リスクの認識 ・ハザードマップの確認
・平常時の活動 （略）
・緊急時の活動 （略）

BCP
活動

BCP活動の必要性を
認識しましょう

・深刻な事態発生時の全体最適実現が目的であること
・発生確率が低くないこと
・発生した場合の事業への影響が大きいこと

BCP活動の中身を
理解しましょう

・平常時の活動

・体制 ・グループ会社内のレベル合わせ
・日常のメンテナンス

・BCP目標の設定 ・重要事業とRTO(目標復旧時間)

・目標達成するための課題と対策 ・現地復旧を前提とした代替策と回避策
・現地復旧以外の戦略検討

・手順の整理 ・各部門ごとの対応手順
・各部門の連携手順

・緊急時の活動 ・緊急時の体制
・行動基準

【表２】従業員に伝えるべき事項の体系例

（インターリスク総研作成）

②活動要員向けに作られた各種活動
ルール等から、①体系に沿って、従
業員に伝えたい事項を抜き出し。

①従業員に伝えるべき事項
を体系立てて整理

③不足する事項については、
内容を検討のうえ追加
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【図２】「STEP2：教育事項の見える化」推進フロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（インターリスク総研作成）

②活動要員向けに作られた各種ルール等から、前記①体系に
沿って従業員に伝えるべき事項を抽出
前記①体系が固まったら、既存の活動要員向け各種ルール等

から、体系に沿って必要な事項を抽出する作業を実施する。
なお、ここでの作業対象となる各種ルール等には、原則として

既存の規定やマニュアルが中心となるが、すべての事項がマニュ
アル化されているわけではないので、過去に発信された従業員
向けの連絡・通知や、経営等への報告資料などの防災・ＢＣＭに
関するすべての資料を含めることを推奨する。

③不足する事項について内容を検討のうえ追加
上記②作業を実施している中で、既存マニュアル等で明確に

整備していない項目が洗い出されてくる。
その際は、規定やルール等を新たに整理することになるが、これ

らの整理は「活動要員向けのルール」が中心となる場合もあるため、
「従業員教育」がメインテーマであることを考慮し、優先順位や実
施時期などを検討したうえで取り組むことを推奨する。

⑵STEP2：教育事項の見える化

前記STEP1「棚卸し」のアウトプットは、具体的には、活動要
員向けの様々なルール等の中から、「従業員に伝えるべき事項」
について記載のある箇所を抽出して寄せ集めた形になるため、
従業員にきちんと伝わる形で、従業員に伝えるべき事項を「再構
成」する作業が必要である。本稿ではこのような作業を「見える
化」と表現する。

この「見える化」の具体的な推進フローは図２の①～③のとお
りである。

①従業員に伝えるべき事項の伝え方の方針整理
STEP2「教育事項の見える化」の推進は、STEP1で棚卸しし

た事項を、従業員にきちんと伝わる形で「再構成」するための方針
（＝伝え方）を整理することからスタートする。

この方針は、従業員教育を推進する趣旨が、「防災・ＢＣＭ活動
について協力してもらう」点にあることからすれば、「ポイントのみ
を簡潔に伝える」方向性となる。STEP1で体系立てて整理をした

「従業員に伝えるべき事項」について、伝達する項目の範囲や内
容を活動要員と同じベルとすることは、かえって従業員の理解が
得られないことになるため、STEP1の体系項目を一定の範囲で 
まとめて、シンプルに「見える化」することになる。以下、これら踏ま
えた方針例を次頁表３で提示するので参考にしていただきたい。

②上記①方針に沿って従業員に伝えるべき事項を再構成
上記①方針が固まったら、その方針に沿ってSTEP1「棚卸し」

のアウトプットを再構成する。
再構成は、後記③の公表手段を踏まえて推進することになる

が、前記のとおり「ポイントのみを簡潔に伝える」のが大方針とな
るため、イラスト、写真、図表等を活用することを推奨する。また、
詳細はリンクを飛ばす、別紙にするなどの工夫も有効である。

なお、インターリスク総研ではこの「再構成」を支援するため
に、次頁図３「従業員教育アプリ」を開発・提供している。　

①従業員に伝えるべき事項の
「 伝え方 」（どこまで伝える
か）について方針整理

②STEP1「棚卸し」の結果を
左記①方針に沿って再構成

＜STEP1＞「棚卸し」結果

③上記②結果をイントラ掲載（推奨）・
冊子化等の方法で従業員に公表
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活動 従業員に伝えるべき項目 見える化の方向性

防災
活動

防災活動の必要性を
認識しましょう

・人命安全確保が目的であること ・目的は明確に伝える
・発生確率が低くないこと ・危機感が醸成されればよい・発生した場合の被害が甚大であること

防災活動の中身を
理解しましょう

・平常時の活動

・体制 ・グループ会社内のレベル合わせ ・グループ全体で目標を定め、着実に遂行・管
理していることがわかればよい・日常のメンテナンス

・被害の発生防止
軽減活動

・建物耐震

・被害発生防止軽減のために、会社として 
きちんと手を打っていることをPR

・設備耐震
・什器備品類の転倒防止
・緊急地震速報
・津波避難場所設定

・緊 急 時 活 動 の 
準備

・ハード対策

・防災無線機

・緊急時にスムーズな活動が図れるよう、 
会社としてきちんと手を打っていることをPR

・衛星携帯電話
・非常用電源
・安否確認システム
・備蓄品の配備

・ソフト対策
・避難ルール ・同上

・本活動には「従業員の協力」が必要である旨
PR・点呼ルール

・緊急時の活動
・緊急時の体制 ・緊急時にスムーズな活動が図れるよう、「特別

な体制」で対応にあたることを理解してもらえ
ばよい・行動基準

家庭での防災活動も
推進しましょう

・リスクの認識 ・ハザードマップの確認
・家庭での防災のポイントを提示・平常時の活動 （略）

・緊急時の活動 （略）

BCP
活動

BCP活動の必要性を
認識しましょう

・深刻な事態発生時の全体最適実現が目的であること ・目的は明確に伝える
・発生確率が低くないこと ・危機感が醸成されればよい・発生した場合の事業への影響が大きいこと

BCP活動の中身を理
解しましょう

・平常時の活動

・体制 ・グループ会社内のレベル合わせ ・グループ全体で目標を定め、着実に遂行・管
理していることがわかればよい・日常のメンテナンス

・BCP目標の設定 ・重要事業とRTO(目標復旧時間)

・全体最適を実現するために、会社として 
いろいろ手を打っていることがわかればよい

・目標達成するた
めの課題と対策

・現地復旧を前提とした代替策と回避策
・現地復旧以外の戦略検討

・手順の整理 ・各部門ごとの対応手順
・各部門の連携手順

・緊急時の活動
・緊急時の体制 ・全体最適を実現するために「特別な体制」でコ

ントロールを実施すること（＝勝手に動くのは
厳禁）を理解してもらえればよい・行動基準

【表３】従業員に伝えるべき事項の伝え方の方針例

（インターリスク総研作成）

位置情報（ＧＰＳ）や所在情報（住所）等から、首都直下地震や南海トラフ
地震が発生した際の特定の場所の震度や津波浸水深などの情報を、ハ
ザードマップ上に表示するアプリケーション。
従業員教育における重要な教育項目のひとつに「リスクを認識させる」

点があるが、この事項の「再構築」の形としては、行政が公表している「ハ
ザード情報」を提示するのが一般的。ただ、通勤・外出・プライベート等まで
考慮すると、従業員ごとにハザード情報は異なってくるため、あわせて、各
従業員が自らハザード情報を簡単に調べることができる仕組みの提供も
「再構築」の重要な要素となる。
本アプリはこのような仕組みの提供をサポートするものであり、従業員

が各自のスマートフォン・タブレットで、知りたい場所のハザード情報を簡
単に調べることが可能となる。

【図３】従業員教育アプリ「ポータブル・ハザードマップ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （インターリスク総研作成）

〈「ポータブル・ハザードマップ」画面イメージ〉

③前記②をイントラに掲載・冊子化する形で従業員に公表
前記②の再構成したアウトプットは、イントラ掲載・冊子配布

などの方法で従業員に公表する。

なお、公表後に実施するメンテナンスやブラッシュアップのこ
と考えると、公表の手段としてはイントラ掲載を推奨する。

防
災

・
BCM

教
育
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注）
　　　　　　
1）報告書はインターリスク総研ホームページで公開

＜http://www.irric.co.jp/research/bcm/pdf/bcm_7.pdf＞

⑶STEP3：教育の実施

前記STEP2「見える化」の推進によって、「従業員に伝えるべき
事項」を従業員に伝えることが一定できたことになるが、一方的な
情報発信にすぎないため、「見える化」のアウトプットを定期的に見
てもらい、防災・ＢＣＭ活動を理解してもらうための施策を講じる
ことが必要となる。本稿ではこのような施策を「教育」と表現する。

この「教育」の具体的な推進フローは図４の①～③のとおりで
ある。

①STEP2「見える化」のアウトプットを前提に教育方針を整理
STEP3「教育の実施」は、STEP2「見える化」のアウトプットを

前提に、「どの項目を、どの程度、どうやって理解してもらうか」な
どの教育方針を固めるところからスタートする。

例えば、「見える化」のアウトプット全体を広く理解してもらうこ
とに主眼をおく場合と、「緊急時の対応ルール」だけを深く理解し
てもらうことに主眼をおく場合とでは、後記②③の対応が大きく
異なってくる。

　
②上記①方針に沿って教材を作成

前記①方針が固まったら、方針を踏まえて教材を作成していく。
なお、「見える化」後に初めて教育する際には、仮に一部の項目

のみの教育であっても、「見える化」したことを全従業員にＰＲす
る意味でアウトプットの全体像が判る資料を教材の中に含める
ことを推奨する。

③上記②教材を使って「e-ラーニング」「研修」等の方法で教育を実施
上記②教材が固まったら、この教材を使って「e-ラーニング」や

「研修」等の方法で教育を推進していく。
教育内容については、原則として教材やSTEP2「見える化」の

アウトプットに記載のある内容を前提に整備することを推奨す
る。そうすることで、教材や「見える化」のアウトプットにおける記
載漏れなどもチェックできることになる。

４	おわりに
本稿では、防災・ＢＣＭに関する従業員教育に焦点を当てて、 

インターリスク総研が開発した従業員教育の推進モデルについ
て紹介してきた。

前記のとおり、具体的な教育（STEP3）に入る前に、活動要
員向けに作られた各種活動ルールから、従業員に伝えるべき
事項を抜き出して、体系立てて整理をする「棚卸し」（STEP1）
を実施し、また、「棚卸し」した事項を、従業員に伝わるよう「見
える化」（STEP2）する点が特徴であるが、実は、この手法は、
従業員以外の教育、例えば、活動要員向け、統括部門向け等の
教育にも有効である。本モデルに沿って従業員教育を推進する
際、STEP1「棚卸し」とSTEP2「見える化」については、活動要
員向け、統括部門向け等の作業も合わせて実施すると効率的
かもしれない。

以上

【図４】「STEP3：教育の実施」推進フロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（インターリスク総研作成）

＜STEP2＞「見える化」結果

＜STEP1＞「棚卸し」結果

①STEP2「見える化」のアウトプットを
前提に教育の方針を整理

（どの項目を どの程度 どうやって理
解してもらうか）

②左記①方針に沿って教材を作成

③上記②教材を使って「e-ラーニング」
「研修」等の方法で教育を実施
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株式会社インターリスク総研
総合企画部
市場創生チーム
マネジャー・上席コンサルタント　青

あ お き

木 康
やすし

インバウンド(訪日外国人)に
おけるムスリムへの対応と課題

１	はじめに
2015年の訪日外国人旅行者数は、1,974万人と2,000万人にわ

ずかに届かないものの、年度ベースでは2,130万人を突破し過
去最高となった。この訪日外国人の増加は、中国・ASEANにお
ける中間所得層の増加、円安による為替効果、中国・ASEAN諸
国等を対象に実施された訪日ビザ（査証）発給要件の緩和、格
安航空会社の日本乗り入れ路線の拡大など様々な理由による
ものと考えられる。日本政府は、2020年の東京オリンピック、パラ
リンピックを見据え、また「観光立国実現に向けたアクションプ
ログラム」に基づき、訪日外国人のさらなる増加を目指している 

（図１）。現在、訪日外国人旅行者数の上位国は、中国、韓国、台
湾であるが、ここ数年、マレーシア、インドネシアなどのアジアの
イスラーム（イスラーム教）を国教とする国々からの訪日も増えて
いる（図２）。米国のシンクタンクPew Research Centerは、ム
スリム（イスラームを信仰している人々）の全世界人口に占める

割合について、2010年の23.2%から、2050年には29.7%、2070年
には32.3%になると予測しており、今後訪日外国人の増加に比例
して、さらに多くのムスリムが日本を訪れることが予想される。

ムスリムにはイスラームの教えに基づいた生活全般について
の規範があり、個人差はあるもののそれらの規範は基本的に
は旅行中であっても守るべきものである。従って、今後増加が
見込まれるムスリム訪日旅行者が日本滞在中も規範を守りな
がら旅行を楽しむことができる環境を整備することが重要であ
り、ひいては今後の訪日ムスリム、訪日外国人の増加につなが
ることにもなる。

本稿では、ムスリムの日常生活における主な規範および生活
の基本となっているハラールの概要を紹介し、日本におけるムス
リム対応の現状と課題について述べる。

 

【図１】訪日外国人旅行者数
（出典：観光庁「明日の日本を支える観光ビジョン施策集」平成28年3月30日）

【図２】マレーシア、インドネシアからの訪日外国人旅行者数（万人）
（出典：日本政府観光局（JNTO)資料を基にインターリスク総研作成）
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 ２	ムスリムの生活習慣
⑴日常生活における主な規範

「ハラール（またはハラル）」とはイスラームの法律（シャリー
ア）において、合法あるいは許可されたもののことであり、逆に
許されないあるいは禁じられたものとして「ハラム（またはハ
ラーム）が定められ、これらはムスリムの生活における基本と
なっている。

また、ムスリムには六信五行という6つの信じるべきもの（唯一
神アッラー、天使、啓典、預言者、来世、天命）と5つの行為上の
義務（信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼）が課せられている。礼拝

（サラート）はその5つの義務のひとつであり、毎日行わなくては
ならない行為である。礼拝を行う場所は特に定められてはいな
いが、1日5回定められた時間に行わなくてはならない。通常は、
手、足、顔など身体を浄めてから礼拝室または清潔な場所に礼
拝用マットを敷き、マッカ（メッカ）の方角に向かって行なわれる。

⑵ハラールとハラム

生活上の基本となるハラールとハラムは、食料・飲料品だけ
ではなく、化粧品や衣料品、取引、スポーツ、娯楽などにも及ん
でいる。行為としてハラムとされているものは、賭博、高利貸し・

利子、婚前交渉、同性恋愛など、また食料・飲料品においてハラ
ムとされているものは、豚、アルコール、イスラームの教義にのっ
とったと畜方法で処理されていない肉類などであり（表１）、ハラ
ムの食材が混じっている食料・飲料品もすべてハラムとなる。ム
スリムにとって絶対的にハラムとされている豚は私たちの生活
において、肉、ソーセージ、ベーコン、皮革のように明らかに豚と
わかるものから、調味料、ゼラチン、ショートニングのように一見
しただけでは豚とは判別できないもの（豚派生品）にまで及んで
いる。これらはアイスクリーム、ヨーグルト、マーガリン、ビスケッ
トなどの食べ物や石けん、口紅など肌に直接触れるものにも含
まれている（図３）。このように豚派生品が含まれているものは、

ハラール
（合法・許可されたもの）

ハラム
（許されない・禁じられたもの）

行為等

・ハラムでないもの
・合法的に入手したもの
・健康に害のないもの
・清潔、安全なもの

・賭博
・高利貸し
・利子
・婚前交渉
・同性恋愛

食料・
飲料品

・未加工の果物、野菜、穀
類、水、卵、乳

・イスラームの教義にのっ
とったと畜方法で処理され
た牛肉、鶏肉、羊肉

・魚介類

・豚肉、豚由来の成分
・イスラームの教義にのっ

とったと畜方法で処理され
ていない肉類

・アルコール

　　 （インターリスク総研作成）

【表１】ハラールおよびハラムの考え方、主な例　

【図3】豚および豚派生品　　　　　　　　　　　　　　 （出典：Halal Industry Development Corporation、LPPOM MUI）
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全てハラムとなるため、ムスリムはそれらを口にしたり、触った
り、あるいは身に付けたりすることができない。

⑶ハラール認証

ムスリムにとってハラールかどうかは、最終的に個人の判断に
委ねられている。しかしながら、ハラムのものが含まれていないか
どうかは、見ただけではわからないため、その判断基準のひとつ
としてハラール認証が広く活用されてきている。ハラール認証と
は対象となる商品・サービスがイスラーム法にのっとって適切に
生産・提供されているかを第三者機関（ハラール認証機関）が審
査、認証するもので、その範囲は食料・飲料品だけでなく、医薬
品、衛生関連製品、外食産業、流通産業にまでも広がっている。
認証を受けた商品にはハラール認証マークが付けられるため、
ムスリム消費者にとって簡単に安全なものと認識することがで
きる。

ハラール認証は、食材がイスラームにのっとったハラール食
材を使用していたとしても加工の工程において不衛生な環境
であれば、ハラールとはみなされない。従って、ハラールかどう
かは最終的にはイスラーム法学者が下す宗教的理解（基準）に
よって決定されるものの、その前提としては、SSOP、GMP・PP、
HACCP1）の基準を満たす必要がある（図４）。

ハラール認証には、国際的な統一基準はなく、マレーシアの
JAKIM（マレーシアイスラム開発局）、インドネシアのMUI（イン

ドネシア・ウラマー評議会）、シンガポールのMUIS（シンガポー
ル・イスラーム評議会）、タイのCICOT（タイイスラーム中央委員
会）といった各国の認証機関がそれぞれの基準で審査・認証を
行い、独自のハラール認証マークを発行している（図５）。そのた
め、例えばマレーシアでハラールとしてその商品を販売しようと
する場合はマレーシアのJAKIMからハラール認証を取得する必
要がある。

 

３ 日本におけるムスリム対応の現状と課題

⑴ムスリムが感じる訪日への不安

ムスリム向けにハラール情報をインターネットで発信している
ハラールメディア・ジャパン社が国内外のムスリムを中心にイン
ターネットで行ったアンケートによると、ムスリムの訪日への不
安な事項のトップは「ハラールな食事があるか」、第2位は「安心
してお祈りできる場所があるか」と、宗教上の義務を実行するう
えでの不安が上位に来ている（表２）。

現在日本に住んでいるムスリムのほとんどは海外から来住し
た人々であり、その数は約10万人といわれており、日本における
ムスリムの人口は、その配偶者および改宗した日本人を合わせ
ても全人口の0.1%未満、約11万人程度である。そのため、日本 

ムスリムインバウンド：日本への旅行におい
て、何が不安ですか？

1．ハラールな食事があるか 41%

2．安心してお祈りができる場所
があるか 31%

3．言語が通じるか 29%

4．物価の高さ 26%

５．移動手段などが分かるか 12%
【図４】ハラール認証と衛生基準の関係性のイメージ

（出典：JETRO 「日本産農林水産物・食品輸出に向けたハラール調査報告書」2014年3月）

【図５】主なハラール認証マーク 　　　　　　　 　（出典：ハラールメディア・ジャパン 2016年6月）

（出典：ハラールメディア・ジャパン 2016年6月）

【表２】ムスリムの訪日不安に関するアンケート
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ではムスリムに対する理解度はそれほど高くなく、礼拝室などの
ムスリムを対象とした施設、ムスリム向けのハラール食への対応
も遅れている。

日本のこのような状況を不安に思っている敬虔（けいけん）な
ムスリム訪日旅行者の多くは、日本で売られている食事を口に
せず、ハラール認証のあるカップ麺などの食品を自国から持ち
込み、ホテルの部屋で食べているという話が聞かれる。また、礼
拝に関しても、観光中に礼拝のスペースを探すムスリムや、高速
道路のサービスエリアなどにおいて屋外で礼拝を行っているム
スリムを見かけることもある。

 

⑵政府、自治体の対応

訪日ムスリム増加への対策のひとつとして、2015年8月に観光
庁が「ムスリムおもてなしガイドブック」を公表した。また、その内
容を踏まえて策定された「観光立国実現に向けたアクションプロ
グラム」（2016年5月）では、地方自治体におけるムスリムの受け
入れ対応強化が織り込まれている。

観光客招致活動の一環として、ムスリム対応に取り組む自治
体も増えている。京都市は、ドバイに海外拠点を置き、中東のメ
ディアにも働きかけを行い、中東富裕層の呼び込みを図ってい
る。また、ムスリム向け専用ウェブページの作成、ムスリム受け入
れ勉強会の開催、ホテル・レストランにおけるムスリム対応（礼拝
およびハラール対応）の推進・強化も図っている（京都文化交流
コンベンションビューローより聴取）。

また、浅草、上野という観光地を持つ台東区では、ムスリム

旅行者の受け入れ環境整備のため、「ハラール認証取得助成
事業」を実施し、ハラール認証取得に要する費用の一部を助
成している。また、モスクや礼拝室、ハラールメニューのあるレ
ストラン等を掲載したムスリム向けマップも民間団体の協力に
より作成、随時更新されている。同じようなムスリム向けのマッ
プは台東区以外に札幌、京都、大阪などでも作成されており、
都市部の自治体によるムスリム受け入れの環境整備は進めら
れている。

一方、地方でもムスリム対応の取り組みを行っているが、都市
部と比べるとまだまだ遅れている状況にある。遅れている地域
は、都市部の先進的な取り組みを研究し、その地域に合う形で
その取り組みを取り入れるなどの対応が必要である。

⑶食事への対応

ムスリム旅行者の「ハラールな食事への不安」は、主に次の2つ
の状況から来ている。

①ハラール食品、ハラールレストランが少ない
②食べ物に英語表示や英語での成分表示がない
観光庁の「ムスリムおもてなしガイドブック」では、その対応策

として、ムスリムのニーズに沿って①メニュー等への英語の併記、
②レストランとして対応できること（豚、アルコールの使用の有
無等）を簡潔に伝えること、③ハラールかどうかの判断はムスリ
ム個人が行うことの3点をまず述べたうえで、ムスリム旅行者の
ニーズに沿った表３のような対応を推奨している。

一方で、ハラール認証を取得するレストランが東京、京都、大

対応方法 ムスリムのニーズ

食材

◆「ノンポーク」・「ノンアルコール」の対応
①豚肉・豚由来成分を含まない料理の提供（ノンポーク）
②アルコールを含まない料理の提供（ノンアルコール）

●豚肉・豚由来成分を含まない料理が食べたい
●アルコールにも配慮した料理が食べたい

◆上記①、②の対応に加えて、食材の対応の幅を広げる
③ハラール食材を使った料理の提供 ●食肉や調味料等がハラール食材かどうかにも配慮した料理

が食べたい

◆全ての料理で対応
④店舗の全ての料理についてハラール食材を使い提供 ●より多くのムスリムが安心して利用できる

調理環境・
食事場所等

①専用の調理器具の使用 ●ムスリム向けでない料理とは別の調理器具を使ってほしい

②専用の調理場所・保管場所の用意 ●ムスリム向けでない食材とは別の調理・保管場所を用意して
ほしい

③専用の食器・カトラリー（ナイフ、フォーク、スプーン等）の使用 ●ムスリム向けでない料理とは別の食器・カトラリー（ナイフ、
フォーク、スプーン等）があると嬉しい

④ムスリム用の食事場所の用意 ●ムスリム向けではない料理や宴会の席が目に入らないと嬉しい

【表３】食のムスリム対応 － ムスリム旅行者のニーズに沿った対応

（出典：観光庁「ムスリムおもてなしガイドブック」（2015年8月）を基にインターリスク総研作成）
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注）
　　　　　　
１）HACCP（ハサップ）とは、食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそ

れのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、その結果に基づいて、製造
工程のどの段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができ
るかという重要管理点を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全
を確保する衛生管理の手法です。また、SSOP（衛生標準作業手順）、GMP（適正
製造規範）・PP（一般的衛生管理プログラム）はHACCPシステムの衛生管理の
基礎として整備しておくものです。

インバウンド対応

阪などの大都市で増えてきている。日本でハラール認証を行う
団体は、約50団体以上、一説には100団体近くが乱立している
といわれており、認証の審査基準、費用はバラバラで統一され
たものはない。そのため、中には認証取得のために高額な費用
を払わされるケースもあるということが聞かれる。また宗教の
専門家がいない団体や審査基準の甘い団体などがあり、ムスリ
ムから見るとどのハラール認証が信頼できるものか判断がつき
にくい状況となっている。このような状況下で、ある程度政府が
関与して審査基準や費用の統一に向けた動きはできないもの
かとの疑問も浮かんでくるが、ハラール認証は宗教の一部とみ
なされているため、政教分離の立場上、この問題に政府が積極
的に関わることは難しいといわれている。

従って、ハラール認証を取得しようという企業は、信用できる
認証団体を慎重に見極める必要がある。

⑷礼拝施設

2014年頃から国際空港における礼拝室の設置が進み、現
在、成田空港、羽田空港、関西空港、中部国際空港、新千歳空
港、福岡空港、那覇空港などで礼拝室が整備されている。また、
東京、大阪、京都などのホテルや都心の大手百貨店・ショッピン
グモールなどで礼拝室が設置されており、都市部の大型商業
施設ではムスリム対応が進んでいる。しかし、地方都市や国内
での移動に関係しているJR等の鉄道の各駅や高速道路のサー
ビスエリアなどでは礼拝施設の整備は遅れているのが実状で
ある。

礼拝室の設置がむずかしい場合は、空いたスペースを礼拝用
に提供するなど簡易的な対応から始める方法もある。

４	おわりに
「観光立国の実現」は成長戦略のひとつに掲げられており、ビ

ジネスとしてムスリムやハラールに関心を持つ会社や個人はここ
1～2年で急激に増加している。しかし、一方でイスラーム過激派
が引き起こすテロによってムスリムに対して拒否感を抱く人もお
り、ムスリムについての正しい情報が伝わらないこともある。また
今年になって東京入国管理局横浜支局においてムスリム男性に
誤って豚肉の入った食事を提供した事件が発覚したように、公
的機関であってもムスリムへの理解度はまだまだ十分とはいえ
ない。

ムスリムへの環境の整備は、まだまだ十分なものといえず、イン
バウンド需要を取り込もうという動きの中で、本分野へのさらな
る取り組み強化の必要性が出てくものと思われる。

本稿がインバウンド対応の一環としてのムスリム対応のお役
に立つことができれば幸いである。

以上

イ
ン

バ
ウ

ン
ド

対
応



対象期間 ： 2016年6月〜8月

41　RMFOCUS Vol.59

株式会社インターリスク総研
RMFOCUS 編集事務局

Disasters  & Accidents information

災害・事故情報
（本情報はマスメディアでの報道等をベースに編集しています）

地震・噴火・津波

●イタリア中部で地震、Ｍ6.2、死者293人、石造りの建物が多数倒壊
イタリア中部で8月24日午前3時36分(現地時間)、Ｍ6.2の地震があっ

た。震源はイタリア中部ノルチャから南東に約10kmの地点で、震源の
深さは約10kmの直下型地震。発生から1週間が経過した8月31日時点
のイタリア政府発表によると、確認された死者は293人、負傷者は400人
以上に上っている。建物倒壊などの被害が集中したのは、震源地の南
東に位置する三つの町、アマトリーチェ、アックモリ、ペスカラ・デル・ト
ロントで、特にアマトリーチェでは建物の8割以上が倒壊し、230人以上
が死亡した。

甚大な被害となった山間部の町アマトリーチェは人口約2500人の町
だが、ローマ時代の遺構が残る美しい景観の観光地で、アマトリーチェ
発祥とされるパスタ料理「アマトリチャーナ」の祭典を週末に控え地震
発生当時は観光客が多数滞在していたことより、行方不明者の正確な
人数の把握が難しい模様。

また、アマトリーチェは伝統的な石造りの建物の街並がきれいなこと
でも有名な観光地で、その古い石造りの建造物が被害を大きくした原
因といわれている。イタリアでは2000年代以降に本格的な耐震基準が
定められたものの、適用対象は新築建造物のみであり古い建造物の耐
震化が大きな課題となっていた。2008年の民間調査によれば同国内の
中部では全体の14%しか耐震基準を満たしていなかった。また同国で
は歴史的建造物が多く、歴史的価値の保全を目的とした各種法制との
関係で耐震補強等の施行が進んでいなかったという。

一方、震源に近いにもかかわらず死者を一人も出さなかった中部の
町ノルチャが注目を集めた。ノルチャは1979年にＭ5.9、1997年にＭ6.0
の地震に見舞われ、住宅や歴史的建造物が損壊して犠牲者を出した
が、その後耐震基準を強化し、古い石造り家屋の壁や土台を鉄筋など
で補強、新築の建物にも強化された耐震基準を義務付けていた。

アマトリーチェの住民からは、地震の切迫性を住民に通知しなかった
と、当局への非難の声が上がり、また古い建物だけでなく2016年に開
校したばかりの学校が倒壊したことも住民の怒りをさらに増幅させて
いる。地元の検察は、今回の地震で倒壊・損壊した建造物の一部に、工
費節約のためセメントより砂を多く使用し建てられたなど、手抜き工事
の疑いがあるとして、過失致死の疑いで関係者の法的責任追及を視野
に入れて捜査を進める考えを示している。

風水雪災・豪雨・竜巻

●8月に台風4個が上陸、台風10号では死者・不明者26人
2016年の8月は、9日に台風5号が東日本に接近、15日に台風6号が根

室沖を通過、17日に台風7号が東日本をかすめ北海道に上陸、21日には
台風11号が7号とほぼ同じルートで北海道に上陸、22日から23日にかけ
て台風9号が千葉から北海道を縦断、30日には台風10号が観測史上初
めて東北地方太平洋側から岩手県に上陸するなど、上陸した台風が4
個、接近したものも含めると計6個と、異例の進路で台風が東日本を連
続して襲来した。

一連の台風は東北・北海道を中心に東日本に大きな被害をもたら

した。特に台風10号は局所的な豪雨を伴い多くの河川が氾濫。岩手県
岩泉町の高齢者グループホームでは9人が死亡するなど、岩手県と北
海道で26人が死亡もしくは行方不明となった。そのほか負傷者11名、
家屋の全壊23棟、半壊69棟、一部破損723棟、床上浸水902棟、床下浸水
1,070棟、非住家被害は1,157棟となっている。また、北海道では収穫間
近の農作物が畑ごと流されるなど一連の台風による農林水産関係の
被害額は600億円以上に上るとみられ、線路、道路なども橋脚や路盤が
流されるなど交通網にも甚大な被害を与えた。

その台風10号は、19日に八丈島近海で発生、いったん南西へ移動後、
“ブーメラン”のように戻ってくる異例のルートをたどり、通常とは逆に
太平洋側から東北地方を北西に縦断した。異例のルートで台風が次々
と東日本へ向かった原因は、例年なら8月に列島を覆っている太平洋高
気圧が、今年は東の海上に位置した上、西側にも高気圧が西日本付近
まで張り出したことによるもので、台風は、東西2つの高気圧に挟まれ
た列島の上を進んでいった。また、その異例の高気圧配置となった原
因は、偏西風の蛇行で、8月中旬ごろから列島の東側と西側で偏西風が
それぞれ北へ蛇行したことによるという。台風10号の通過に伴い、局地
的に猛烈に降った雨は、北海道富良野市などで1時間に約90mmを記
録、岩手県久慈市などでも同80mmを観測した。高齢者グループホーム
で9人の死亡が確認された岩手県岩泉町では29～30日の積算雨量が8
月の1カ月分の平均を大きく上回る248mmを記録した。

情報関連

●不正アクセス、佐賀県教育システム侵入、成績など1.5万人分盗む 
警視庁サイバー犯罪対策課(以下、「同課」)は6月27日、生徒の成績な

どを管理する佐賀県の教育情報システムに侵入したなどとして、佐賀
市の17歳の少年を不正アクセス禁止法違反容疑で再逮捕したと発表し
た。佐賀県教育委員会（以下、「県教委」）によると、成績情報を含む生徒
ら延べ約1万5千人分の情報が盗み取られたという。

同課によると、少年は1月中旬に佐賀県が管理する県立中学・高校の
生徒の成績や出欠状況などを記録する教育情報システム「SEI―Net」

（セイネット）に高校の無線LANから侵入、不正にアクセスし県立高校
6校の生徒や教員のIDなど約6,000人分を盗み取っていた。また、1月下
旬に県立高校6校の教育情報システムに盗んだIDやパスワードを使い
不正にアクセスし、成績情報などが入った約21万ファイルを盗み出した
という。少年は盗み取ったIDをインターネット上のサイトに掲載し仲間
数人に見せていたが、成績などの個人情報は掲載しておらず、情報の
転売や流出は確認されていないという。

同課は6月6日、有料デジタル放送の視聴に必要な「B-CASカード」を
使わずにパソコンで無料視聴できるプログラムを開発してネット上に
公開したとして、少年を不正競争防止法違反容疑で逮捕。その後、少年
の自宅にあったサーバーを解析したところ、個人情報が保管されてい
るのが見つかったという。

各校の教育情報システムには生徒の氏名や住所のほか、成績や出欠
状況、生活態度などをまとめた調査票なども保存されていた。生徒が
宿題や課題を提出したり、教材をダウンロードしたりする際に利用する
こともあるが、成績や調査票などの情報にアクセスできるのは教員に
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限られていた。少年は、管理者用IDとパスワードを利用したとみられて
おり、県教委によると、管理者用IDとパスワードは教職員や生徒もアク
セスできる場所に置かれ、解析操作をすれば閲覧できる状態だったと
いう。

●「標的型メール」によるサイバー攻撃、旅行会社の個人情報、679万人
分が流出
大手旅行会社J社は6月14日、海外からの不正アクセスによって最大

で約793万人分（その後の調査で約679万人に訂正）の個人情報が流
出した可能性があると発表した。取引先を装った標的型メールの添付
ファイルを開き、ウイルスに感染したのが原因。

流出した恐れがあるのはJ社ホームページなどのオンラインを利用し
て過去約10年間に予約したお客さまの個人情報で、流出した項目は、
氏名、性別、生年月日、メールアドレス、住所、郵便番号、電話番号、パス
ポート番号、パスポート取得日。なお、クレジットカード番号、銀行口座
情報、旅行の予約内容などは含まれていないという。また、流出した個
人情報が悪用された被害は報告されていないという。

J社によると、旅行商品をインターネットで販売する子会社I社に、取
引先の航空会社を装って航空券購入を確認するメールが3月14日に送
りつけられた。オペレーターが通常の業務と判断して添付ファイルを開
封したところパソコン6台とサーバー2台がウイルスに感染した。3月19
日に社内のサーバーが海外と不審な通信をしているのが判明し、感染
が発覚した。Ｊ社は、「お客様の大事な個人情報を預かる立場として深
刻に受け止めている。被害があった場合はしかるべき対応をしたい」と
陳謝のうえ、公表が6月になったことについては、「顧客が特定できた段
階で公表する方針を取った」と説明した。

不正アクセスを受けた子会社I社では、知らない人物からのメールは
開かないようにしているほか定期的に標的型メール攻撃に使われるも
のに似た疑似メールを送るなどの訓練を行っていたが、送り付けられ
たメールは、メールアドレス、メール表題、添付ファイルともに極めて巧
妙に取引先の航空会社からの確認のメールを装っていた。メールを受
け取ったI社のオペレーターは、添付ファイルに書かれていた乗客の名
前をシステムで検索し該当する名前が見つからなかったことより、「該
当はありません」と返信までしていたという。J社は記者会見で、受信し
た標的型メールを開封した点について「極めて巧妙な内容であり、や
むを得なかった」「オペレーターを責められない」と述べた。

テロ・暴力行為

●トルコ、イスタンブールの空港でテロ、44人が死亡、230名以上が負傷
6月28日午後10時頃（現地時間）、トルコの最大都市イスタンブールの

アタチュルク国際空港で自爆テロ攻撃があり、サウジアラビアやイラク
などの外国人を含む44人が死亡、230名以上が負傷した。

犯人は3人組で、空港までタクシーを使い、出発ロビー、到着ロビー、
駐車場の3か所に分かれて銃を乱射し襲撃。警官と銃撃戦となり、警官
に撃たれると自爆した。同空港は、大勢の観光客が使う地域一帯のハ
ブ空港で、深夜の惨劇に、利用客や職員らはパニックとなり逃げ惑っ
た。犯行声明は出ていないが、トルコ当局はイスラム過激派組織「IS 

（イスラム国）」による犯行との見方をしている。
トルコでは2015年以降、イスラム過激派組織と国内少数派クルド人

の反政府武装組織に対する軍事作戦を展開しており、首都アンカラな
ど各地で両者からの報復テロが相次いでいた。イスタンブールでは市
中心部で1月と3月、6月上旬に爆弾テロが発生し、治安当局がさらなる
テロを警戒していた。

また本テロ以降もトルコでは、7月15日に軍の一部がクーデターを 

企てるも失敗。8月20日には南部のガジアンテップの結婚式への自爆テ
ロで51人が死亡するなど政情が不安定となっている。

●バングラデシュ、レストラン襲撃テロ、日本人7人を含む20人が死亡
7月1日午後9時半頃（現地時間）、武装集団がバングラデシュの首都

ダッカ中心部、グルシャン地区のレストランを襲撃し人質を取って立て
こもった。治安部隊は2日、救出作戦を実行し、人質のうち日本人1人を
含む13人を救出したが、日本人7人を含む20人が死亡、救出された日本
人1人も銃撃により負傷した。また治安部隊は現場で、容疑者6人を射殺
し、1人を拘束した。

亡くなった日本人7人はいずれも国際協力機構（JICA）の円借款事業
で現地に赴いていた建設コンサルタント会社の関係者で、男性5人、女
性2人。鉄道等の交通インフラ整備に携わっていた。

犠牲者の多くはイタリア人（9人）と日本人で、救出された現地人の人
質によると、「襲撃者は外国人だけを探していた。人質にイスラム教の
聖典コーランを暗唱させ、できない者を拷問もしくは殺害した。」とい
う。またバングデシュ当局は、人質20人は突入前に武装集団に殺害さ
れていたと発表した。

標的となったレストランは、日本や米国など各国の大使館が多い地
区にあり、日ごろから外国人客に人気があった。事件当時はラマダン

（イスラム教の断食月）最後の金曜日で、夜になってから飲食する人
でにぎわっていたとみられる。武装集団は店内に侵入すると「アラー・
アクバル（神は偉大なり）」と叫びながら客に向かって銃を乱射。続いて
爆発音が響き渡り、逃げのびた客もいたが外国人約20人を含む約35
人が人質になった。治安部隊突入の前までに警官2人が死亡、26人が
負傷した。

過激派組織「IS（イスラム国）」は2日に系列メディアを通じて犯行声明
を出し「十字軍の国民」を狙ったと述べた。実行犯グループは有名私立
学校の卒業生の若者が多く、ISと接点があったとみられており、犯行の
数カ月前から家族や友人らと連絡を絶っていた。

●仏 ニースでテロ、85人死亡、革命記念日の花火大会にトラック
7月14日午後10時半頃（現地時間）、フランス南部のリゾート地・ニー

スで、革命記念日を祝う花火大会に集まっていた群衆に大型トラックが
突っ込み、約2kmにわたり暴走。次々に人々をはねた。仏政府によると、
85人が死亡。200人以上が負傷し、うち50人以上が重体となった。

現場はニース中心部に近い地中海沿いの大通りで、花火大会が終
わった直後、白色のトラックが大通りに進入し、相当なスピードでジグ
ザグ走行をしながら人々をなぎ倒した。現場は逃げ惑う人々で大混乱
に陥った。大型トラックには運転手の1人（以下、「容疑者」）のみが乗っ
ており、制止しようとした警察官らに向かってピストルを数発発砲。銃
撃戦の末に射殺された。休日のイベントだったため現場には家族連れ
の姿も目立ち、多くの子どもも巻き込まれた。

捜査当局は、容疑者をニース在住のチュニジア出身の移民と特定し、
テロと断定。当初は、事件直前の数週間で急速にイスラム過激派の思
想に感化された容疑者が単独で実行した「ローンウルフ（一匹オオカ
ミ）型」テロとみられていたが、その後、捜査当局は男女5人の身柄を拘
束し、容疑者の携帯電話やパソコンなどを解析した結果、容疑者が何
カ月も前からテロを企て、5人が武器の調達や計画立案に関与していた
とみている。

なお、本テロは、前年パリの劇場やレストランで起きたテロと同様に
不特定多数が集まる「ソフトターゲット」を対象に狙ったものであるが、
爆弾等を準備することなく、レンタカーのトラック1台でだれもがテロを
起こせることを示し、テロ対策の見直しを迫るものとなった。
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編集後記
本号編集の追い込みの中、リオ五輪のレスリング女子58キロ級で優勝

し、4大会連続で金メダルを獲得した伊調馨選手に、国民栄誉賞が贈られ
るとのニュースが入ってきました。五輪での4連覇は女子個人種目では史上
初となる快挙とのことですが、リオ五輪での日本選手団のメダル獲得も、金
12、銀8、銅21の計41個で過去最多となり、4年に1度のスポーツ祭典に日
本中が熱狂しました。また、閉会式での東京大会をＰＲするアトラクションで
は、安倍首相がマリオに扮して登場し、世界中のメディアから大絶賛された
ことも日本国民の東京五輪への期待を膨らませたことと思います。
これから4年後の東京五輪に向けて選手の育成・強化やイベント運営の
準備が進められていきますが、イベント運営に関するリスクマネジメントも重
要な課題となります。リオ五輪では、感染症（ジカ熱）、テロ、犯罪等が懸案
事項として挙げられていましたが、東京オリンピックでもテロ対策に加え、猛
暑シーズンでの開催による選手・観客の熱中症リスク、首都直下地震、ゲ
リラ豪雨による内水氾濫、サイバー攻撃等のリスクについて対策が必要と
考えられます。インターリスク総研として、この大イベントのリスク対策で何ら
かのお手伝いができれば、と考えております。
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第5回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会を6月29日インターリスク総研会議室にて開催
内田 浩幸（うちだ ひろゆき）
佐川急便株式会社
取締役 総務・CSR推進・財務経理担当 兼 CSR推進部長

1983年4月 黒崎窯業株式会社(現 黒崎播磨株式会社)入社
1990年4月 北九州市役所 入職
2006年6月 ギャラクシーエアラインズ株式会社 企画部 部長
2009年3月 ＳＧホールディングス株式会社 事業戦略部 課長
2012年1月 ＳＧホールディングス株式会社 総務部 担当部長
2013年2月 ＳＧホールディングス株式会社 執行役員(総務担当)
2015年3月 佐川急便株式会社 取締役(総務･ＣＳＲ推進･

財務経理担当)兼 ＣＳＲ推進部長

金子 洋平（かねこ ようへい）
花王株式会社
サステナビリティ推進部 エコ戦略推進グループ 部長

1986年東京理科大学薬学部大学院修了､同年4月花王株式会
社入社｡入社から2013年末まで､界面活性剤など花王製品の原
料の研究開発を担当｡2014年より現職｡理学博士｡

「第5回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」が
6月29日、幹事であるインターリスク総研の会議室で開催さ
れました。「運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」は、
中小規模の運輸事業者に対する運輸安全マネジメント制度
の普及・啓発を官民一体で後押しするもので、国土交通省、
民間のリスクマネジメント会社、運輸関係団体などが協議会
のメンバーとなり、2012年に設立されました。2013年より運輸
安全マネジメントセミナーの開催などの活動を行っています。
運輸の安全性向上を目指す運輸安全マネジメント制度のガ
イドラインが2006年に国土交通省より初めて公表され、今年
で10周年を迎えます。協議会開催に当たり、インターリスク総
研の渋谷常務取締役はこのことに触れたうえで、「本日は協議
会設立の趣旨に基づいて制度のさらなる普及・啓発活動の活
性化に向けて協議をお願いしたい」と述べました。
当日は昨年度の運輸安全マネジメントセミナー（国土交通
省認定）の実施状況等が報告されたほか、2016年度の活動案
として、中小規模事業者に対する運輸安全マネジメント制度
の普及・啓発活動の推進強化策や、貸切バス事業者および安
全管理規程等の義務付けがない事業者に対する運輸安全マ
ネジメント制度の検討などが審議され、承認されました。大
手・中堅事業者への運輸安全マネジメント制度の普及が進ん
だこと、および今年1月に発生したスキーツアー貸切バスに

「第1回 防災推進国民大会」において水害対策のフォーラムを開催しました

2016年8月27日（土）、28（日）に東京大学本郷キャンパスで
開催された第1回 防災推進国民大会（主催：内閣府等）にお
いて、28日（日）にＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループが
フォーラム「気候変動時代！“官民連携”で考える防災・減災の
まちづくり ～大規模水害にどう備えるか～」を開催しました。
気候変動の進展により、想定外の降雨が地球規模で懸念
されており、日本でもこのような水害への備えが課題となって
います。大規模な浸水の発生に備え、産学官のパネリストを
招き、”官民連携“を切り口に、防災・減災のまちづくりや、水
防法等の改正など、河川行政における気候変動への適応策
について話し合いました。
インターリスク総研のマネジャー上席コンサルタント本間
基照が本フォーラムのパネルディスカッションにおいて司会・
進行を務めました。

よる重大事故の発生などを受け、中小規模事業者に対する安
全管理体制の構築の必要性が重視されたことを反映したも
のです。
インターリスク総研ではこれを受け、中小規模事業者を主
な対象とした新たな運輸安全マネジメントセミナー（国土交
通省認定）を7月から8月にかけトライアル実施しました。中小
規模事業者への普及啓発を推進するため、今後は各地にて
実施していく予定です。

R M F O C U S   R M F O C U S   

約30人のメンバーが参加した
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編集後記
本号編集の追い込みの中、リオ五輪のレスリング女子58キロ級で優勝

し、4大会連続で金メダルを獲得した伊調馨選手に、国民栄誉賞が贈られ
るとのニュースが入ってきました。五輪での4連覇は女子個人種目では史上
初となる快挙とのことですが、リオ五輪での日本選手団のメダル獲得も、金
12、銀8、銅21の計41個で過去最多となり、4年に1度のスポーツ祭典に日
本中が熱狂しました。また、閉会式での東京大会をＰＲするアトラクションで
は、安倍首相がマリオに扮して登場し、世界中のメディアから大絶賛された
ことも日本国民の東京五輪への期待を膨らませたことと思います。
これから4年後の東京五輪に向けて選手の育成・強化やイベント運営の
準備が進められていきますが、イベント運営に関するリスクマネジメントも重
要な課題となります。リオ五輪では、感染症（ジカ熱）、テロ、犯罪等が懸案
事項として挙げられていましたが、東京オリンピックでもテロ対策に加え、猛
暑シーズンでの開催による選手・観客の熱中症リスク、首都直下地震、ゲ
リラ豪雨による内水氾濫、サイバー攻撃等のリスクについて対策が必要と
考えられます。インターリスク総研として、この大イベントのリスク対策で何ら
かのお手伝いができれば、と考えております。

（Ｎ．Ｔ）
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〈本号に寄稿していただいた方（敬称略）〉

〈本号でお話をうかがった方（敬称略）〉

第5回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会を6月29日インターリスク総研会議室にて開催
内田 浩幸（うちだ ひろゆき）
佐川急便株式会社
取締役 総務・CSR推進・財務経理担当 兼 CSR推進部長

1983年4月 黒崎窯業株式会社(現 黒崎播磨株式会社)入社
1990年4月 北九州市役所 入職
2006年6月 ギャラクシーエアラインズ株式会社 企画部 部長
2009年3月 ＳＧホールディングス株式会社 事業戦略部 課長
2012年1月 ＳＧホールディングス株式会社 総務部 担当部長
2013年2月 ＳＧホールディングス株式会社 執行役員(総務担当)
2015年3月 佐川急便株式会社 取締役(総務･ＣＳＲ推進･

財務経理担当)兼 ＣＳＲ推進部長

金子 洋平（かねこ ようへい）
花王株式会社
サステナビリティ推進部 エコ戦略推進グループ 部長

1986年東京理科大学薬学部大学院修了､同年4月花王株式会
社入社｡入社から2013年末まで､界面活性剤など花王製品の原
料の研究開発を担当｡2014年より現職｡理学博士｡

「第5回運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」が
6月29日、幹事であるインターリスク総研の会議室で開催さ
れました。「運輸安全マネジメント普及・啓発推進協議会」は、
中小規模の運輸事業者に対する運輸安全マネジメント制度
の普及・啓発を官民一体で後押しするもので、国土交通省、
民間のリスクマネジメント会社、運輸関係団体などが協議会
のメンバーとなり、2012年に設立されました。2013年より運輸
安全マネジメントセミナーの開催などの活動を行っています。
運輸の安全性向上を目指す運輸安全マネジメント制度のガ
イドラインが2006年に国土交通省より初めて公表され、今年
で10周年を迎えます。協議会開催に当たり、インターリスク総
研の渋谷常務取締役はこのことに触れたうえで、「本日は協議
会設立の趣旨に基づいて制度のさらなる普及・啓発活動の活
性化に向けて協議をお願いしたい」と述べました。
当日は昨年度の運輸安全マネジメントセミナー（国土交通
省認定）の実施状況等が報告されたほか、2016年度の活動案
として、中小規模事業者に対する運輸安全マネジメント制度
の普及・啓発活動の推進強化策や、貸切バス事業者および安
全管理規程等の義務付けがない事業者に対する運輸安全マ
ネジメント制度の検討などが審議され、承認されました。大
手・中堅事業者への運輸安全マネジメント制度の普及が進ん
だこと、および今年1月に発生したスキーツアー貸切バスに

「第1回 防災推進国民大会」において水害対策のフォーラムを開催しました

2016年8月27日（土）、28（日）に東京大学本郷キャンパスで
開催された第1回 防災推進国民大会（主催：内閣府等）にお
いて、28日（日）にＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループが
フォーラム「気候変動時代！“官民連携”で考える防災・減災の
まちづくり ～大規模水害にどう備えるか～」を開催しました。
気候変動の進展により、想定外の降雨が地球規模で懸念
されており、日本でもこのような水害への備えが課題となって
います。大規模な浸水の発生に備え、産学官のパネリストを
招き、”官民連携“を切り口に、防災・減災のまちづくりや、水
防法等の改正など、河川行政における気候変動への適応策
について話し合いました。
インターリスク総研のマネジャー上席コンサルタント本間
基照が本フォーラムのパネルディスカッションにおいて司会・
進行を務めました。

よる重大事故の発生などを受け、中小規模事業者に対する安
全管理体制の構築の必要性が重視されたことを反映したも
のです。
インターリスク総研ではこれを受け、中小規模事業者を主
な対象とした新たな運輸安全マネジメントセミナー（国土交
通省認定）を7月から8月にかけトライアル実施しました。中小
規模事業者への普及啓発を推進するため、今後は各地にて
実施していく予定です。

R M F O C U S   R M F O C U S   

約30人のメンバーが参加した
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■企業における感染症危機管理
　～エボラ出血熱から新型インフルエンザまで～
■防災・BCM活動に関する従業員教育の推進について
■インバウンド(訪日外国人)におけるムスリムへの対応と課題

ビジネスと被災地における生命線である物流を担う使命
～佐川急便における取り組み～

～強く、しなやかな社会づくり～レジリエンス

企業経営を支える水リスク管理  ～花王の水保全に関する取り組み～

01438 9,000 2016.10（新）318

年間シリーズ

～我が社のリスクマネジメント～イノベーション年間シリーズ

中国における交通事故の動向と留意点
年間シリーズ 3 グローバル ～世界に広がるリスクソリューション～

〈シリーズ（全4回）〉
ニューリスク 企業の水リスク評価の背景と考え方
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